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中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

及

川

恒

忠

石

ノll

忠

雄

　
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
五
四
年
九
月
十
五
日
北
京
に
開
會
さ
れ
た
中
華
人
民

共
和
國
第
一
期
全
國
入
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
は
、
同
月
二
十
日
「
中
華
入

民
共
和
國
憲
法
」
を
探
鐸
、
公
布
し
た
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
同
二
十
日
に
は
、

「
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
組
織
法
」
が
、
ま
た
璽
二
十
一
日
に

は
「
中
華
人
民
共
和
國
國
務
院
組
織
法
」
・
「
中
華
人
民
共
和
國
人
民
法
院
組

織
法
」
・
「
中
華
人
民
共
和
國
人
民
槍
察
院
組
織
法
」
が
探
鐸
さ
れ
、
九
月
二

十
八
日
に
公
布
さ
れ
た
。
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
は
、
肚
會
主
義
肚
會
建
設
の

目
標
と
そ
の
目
標
を
實
現
す
る
た
め
の
政
治
・
脛
濟
・
批
會
制
度
な
ど
を
規
定

し
た
、
い
わ
ば
肚
會
主
義
へ
の
過
渡
期
の
憲
法
で
あ
り
、
蘭
記
の
四
組
織
法
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
憲
法
に
も
と
づ
く
政
治
組
織
の
内
容
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
つ

て
、
中
華
人
民
共
和
國
の
砺
究
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
よ
つ
て
筆
者
は
、
こ
こ
に
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
ぴ
四
組
織
法
を
翻

謬
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
ぴ
四
組
織
法

A
．

　
　
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
公
告

　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
は
す
で
に
中
華
人
民
共
和
國
第
一
期
全
國
人
民
代
表

大
會
第
一
次
會
議
が
一
九
五
四
年
九
月
二
十
日
に
通
過
し
た
。
と
く
に
公
布
す

る
。

　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
主
席
團

　
　
　
　
一
九
五
四
年
九
月
二
十
日
北
京
に
お
い
て

中
華
人
民
共
和
國
憲
法

　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
九
月

　
　
　
　
　
　
第
一
次
會
議
通
過
）

　
　
　
　
　
目
　
次

前
　
丈

第
一
章
総
　
綱

二
十
日
第
一
期
全
國
人
昆
代
表
大
會

四
五

（
一
二
七
）



　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
ぴ
四
組
織
法

第
二
章
　
國
家
機
構

第
三
章

第
四
章

第第第第第第
六五四三二一
節節節節節節

全
國
人
民
代
表
大
會

中
華
人
民
共
和
國
主
席

國
務
院

地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
及
び
地
方
各
級
人
民
委
員
會

民
族
自
治
地
方
の
自
治
機
關

人
民
法
院
及
ひ
人
民
検
察
院

公
民
の
基
本
的
穫
利
及
び
義
務

國
旗
、
國
章
、
首
都

前

文

　
中
國
人
民
は
、
首
鹸
年
に
わ
た
る
英
雄
的
な
奮
闘
の
の
ち
、
中
國
共
灌
窯
の

指
導
の
も
と
に
、
つ
い
に
一
九
四
九
年
帝
國
主
義
、
封
建
主
義
及
び
官
癬
賛
本

主
義
に
反
封
す
る
入
艮
革
命
の
偉
大
な
勝
利
を
か
ち
と
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
長

期
に
わ
た
る
被
堅
迫
、
被
隷
属
の
歴
史
を
終
ら
せ
、
入
民
民
主
主
義
の
中
華
人

民
共
和
國
を
う
ち
た
て
た
。
中
華
人
民
共
和
國
の
人
民
民
主
主
義
制
度
、
す
な

わ
ち
新
民
主
主
義
制
度
は
、
わ
が
國
が
李
和
な
道
を
と
お
つ
て
搾
取
と
貧
困
と

を
潰
滅
し
、
繁
榮
、
幸
輻
な
杜
會
主
義
肚
會
を
建
設
し
う
る
よ
う
保
謹
し
て
い

る
。

　
中
塞
人
民
共
和
國
の
成
立
か
ら
泣
會
主
義
愈
會
の
建
設
を
な
し
と
げ
る
ま
で

は
一
つ
の
過
渡
期
で
あ
る
。
國
家
の
過
渡
期
に
お
け
る
基
本
的
任
務
は
、
國
家

の
肚
會
主
義
工
業
化
を
一
歩
一
歩
寳
現
し
、
農
業
、
手
工
業
及
び
資
本
主
義
工

商
業
に
封
す
る
肚
會
主
義
的
改
造
を
一
歩
一
歩
完
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が

國
の
人
民
は
、
過
去
藪
年
の
聞
に
、
す
で
に
土
地
制
度
の
改
革
、
抗
米
援
朝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
二
一
八
）

反
革
命
分
子
の
鎭
堅
、
國
民
纏
濟
の
復
興
な
ど
の
大
規
模
な
闘
璽
を
成
功
裡
に

行
つ
た
が
、
こ
れ
は
、
計
劃
的
に
輕
濟
建
設
を
行
い
、
一
歩
一
歩
辻
會
主
義
肚

會
へ
移
つ
て
い
く
た
め
に
必
要
な
條
件
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
中
華
人
民
共
和
國
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
は
、
一
九
五
四

年
九
月
二
十
日
首
都
北
京
に
お
い
て
、
嚴
癩
に
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
を
探
澤

し
た
。
こ
の
憲
法
は
、
一
九
四
九
年
の
中
國
入
民
政
治
協
商
會
議
共
同
綱
領
を

基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
共
同
綱
領
の
護
展
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
、
わ

が
國
人
民
革
命
の
威
果
と
中
華
入
民
共
和
國
樹
立
以
來
の
政
治
上
経
濟
上
の
あ

ら
た
な
勝
利
を
輩
固
に
す
る
と
と
も
に
、
國
家
の
過
渡
期
に
お
け
る
根
本
的
要

求
と
廣
汎
な
人
民
の
祉
會
主
義
肚
會
建
設
の
共
通
の
願
望
を
反
映
し
て
い
る
。

　
わ
が
國
の
人
民
は
、
中
華
人
民
共
和
國
を
う
ち
た
て
る
偉
大
な
騨
雫
の
な
か

で
、
す
で
に
中
國
共
涯
窯
を
指
導
者
と
す
る
各
民
主
階
級
．
各
民
主
窯
派
、
各

人
民
團
艦
の
廣
汎
な
人
民
民
主
統
一
験
線
を
結
成
し
た
。
今
後
、
全
國
人
民
を

動
員
し
團
結
し
て
國
家
の
過
渡
期
の
基
本
的
任
務
を
完
成
し
且
つ
内
外
の
敵
に

反
封
す
る
闘
雫
の
な
か
で
、
わ
が
國
の
人
民
民
主
統
一
験
線
は
ひ
き
つ
づ
き
そ

の
作
用
を
叢
揮
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
が
國
の
各
民
族
は
、
す
で
に
團
結
し
て
一
つ
の
自
由
李
等
の
民
族
的
大
家

庭
を
つ
く
つ
て
い
る
。
各
民
族
聞
の
友
愛
互
助
を
襲
揚
し
、
帝
國
主
義
に
反
封

し
、
各
民
族
内
部
の
人
民
の
公
敵
に
反
封
し
、
大
民
族
主
義
と
地
方
昆
族
主
義

に
反
封
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
わ
が
國
の
民
族
の
團
結
は
ひ
き
つ
づ
き
彊

化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
國
家
は
、
脛
濟
建
設
と
文
化
建
設
の
過
程
に
お
い
て
、

各
民
族
の
必
要
を
考
慮
し
、
肚
會
主
義
的
改
造
の
問
題
に
お
い
て
充
分
に
各
民

族
の
稜
展
の
特
徴
に
注
意
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
が
國
は
、
偉
大
な
ソ
ヴ
エ
ト
批
會
主
義
共
和
國
同
盟
、
各
入
民
民
主
主
義



國
家
と
す
で
に
ゆ
る
ぎ
な
い
友
誼
を
う
ち
た
て
て
お
り
、
わ
が
國
の
人
民
と
全

世
界
の
耶
和
を
愛
好
す
る
人
民
の
友
誼
も
日
毎
に
暦
進
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ

う
な
友
誼
は
ひ
き
つ
づ
き
襲
展
し
輩
固
に
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
季
等
、
互

恵
、
主
権
及
び
領
土
保
全
の
相
互
奪
重
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
い
か
な
る
國
家

と
も
外
交
闘
係
を
う
ち
た
て
、
ま
た
こ
れ
を
襲
展
さ
せ
て
い
く
わ
か
國
の
政
策

は
す
で
に
成
果
を
お
さ
め
て
お
り
、
今
後
も
ひ
き
つ
づ
き
貫
徹
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
國
際
的
諸
事
項
に
お
け
る
わ
が
國
の
確
固
不
動
の
方
針
は
、
搬
界
の
季
和

と
人
類
の
進
歩
と
い
う
崇
高
な
目
的
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
総
綱

第
剛
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
螢
働
者
階
級
が
指
導
し
、
螢
農
同
盟
を
基
礎

　
と
す
る
人
民
民
主
主
義
國
家
で
あ
る
。

第
二
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
一
切
の
灌
力
は
人
民
に
麗
す
る
。
入
民
が
灌
力

　
を
行
使
す
る
機
關
ば
全
國
人
民
代
表
大
會
及
び
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
で

　
あ
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
、
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
及
び
そ
の
他
の
國
家
機
關

　
は
、
す
べ
て
民
主
集
中
制
を
蜜
行
す
る
。

第
三
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
統
一
さ
れ
た
多
民
族
國
家
で
あ
る
。

　
各
民
族
は
す
べ
て
耶
等
で
あ
る
。
い
か
な
る
民
族
に
封
す
る
差
別
及
び
墜
迫

　
を
も
禁
止
し
、
各
昆
族
の
團
結
を
破
壌
す
る
行
爲
を
禁
止
す
る
。

　
各
昆
族
は
、
す
べ
て
自
己
の
言
語
文
字
を
使
用
し
護
展
さ
せ
る
自
由
を
も

　
ち
、
自
己
の
風
俗
脅
慣
を
保
持
し
あ
る
い
は
改
革
す
る
自
由
を
有
す
る
。

　
少
敷
民
族
の
集
居
し
て
い
る
地
方
で
は
地
域
自
治
を
賓
行
す
る
。
各
民
族
の

自
治
地
方
は
、
す
べ
て
中
華
人
民
共
和
國
の
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
一

中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
部
で
あ
る
．

第
四
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
國
家
機
關
と
批
會
の
カ
に
た
よ
り
、
批
會
主

　
義
工
業
化
と
肚
會
主
義
的
改
造
を
つ
う
じ
て
、
一
歩
一
歩
搾
取
制
度
を
潰
滅

　
し
、
紅
會
主
義
祉
會
を
樹
立
す
る
こ
と
を
保
謹
す
る
。

第
五
條
　
中
華
人
罠
共
和
國
の
生
産
手
段
の
所
有
制
に
は
、
現
在
主
要
な
も
の

　
と
し
て
つ
ぎ
の
各
種
が
あ
る
。
國
家
的
所
有
制
す
な
わ
ち
全
人
民
的
所
有

　
制
、
協
同
組
合
的
厨
有
制
す
な
わ
ち
勤
螢
大
衆
の
集
團
的
所
有
制
、
輩
濁
経

　
螢
勤
螢
岩
の
所
有
制
、
費
本
家
的
駈
有
制
。

第
六
條
　
國
管
経
濟
は
、
全
人
民
的
所
有
制
の
批
會
主
義
脛
濟
で
あ
つ
て
、
國

　
民
輕
濟
に
お
け
る
指
奪
的
な
カ
で
あ
り
、
ま
た
國
家
が
融
會
主
義
的
改
造
を

　
實
現
す
る
た
め
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
。
國
家
は
國
螢
脛
濟
の
優
先
的
襲
展

　
を
保
鐙
す
る
。

　
鑛
物
資
源
、
水
流
、
法
律
に
よ
つ
て
國
有
と
規
定
さ
れ
た
森
林
、
荒
地
及
び

　
そ
の
他
の
資
源
は
す
べ
て
全
人
民
の
斯
有
に
馬
す
る
。

第
七
條
協
同
組
合
輕
濟
は
、
勤
螢
大
衆
の
集
團
的
所
有
制
の
批
會
主
義
脛

　
濟
、
ま
た
は
勤
勢
大
衆
の
部
分
的
な
集
團
的
所
有
制
の
孕
戯
會
主
義
輕
濟
で

　
あ
る
。
勤
螢
大
衆
の
部
分
的
な
集
團
的
所
有
制
は
、
軍
濁
脛
螢
の
農
民
、
箪

　
猫
脛
警
の
手
工
業
老
及
び
そ
の
他
の
輩
猫
脛
螢
の
勤
螢
者
を
組
織
し
て
勤
螢

　
大
衆
の
集
團
的
厨
有
制
へ
向
わ
せ
る
過
渡
的
な
形
態
で
あ
る
。

　
國
家
は
、
協
同
組
合
の
財
産
を
保
護
し
、
協
同
組
合
脛
濟
の
叢
展
を
奨
働
し

　
指
淳
し
援
助
す
る
と
と
も
に
、
生
産
の
協
同
化
を
襲
展
さ
せ
る
こ
と
を
軍
濁

　
経
螢
の
農
業
及
び
箪
猫
経
螢
の
手
工
業
を
改
造
す
る
た
め
の
主
要
な
道
と
す

　
る
。

第
八
條
　
國
家
韓
、
法
律
に
よ
り
農
民
の
土
地
所
有
権
及
び
そ
の
他
の
生
産
手

四
七

（
一
二
九
）



　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
段
の
所
有
灌
を
保
護
す
る
。

　
國
家
は
、
軍
猫
脛
螢
の
農
民
の
生
産
増
加
を
指
導
し
援
助
す
る
と
と
も
に
、

　
か
れ
ら
が
自
叢
的
意
思
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
生
産
の
協
同
化
、
販
費
購
買

　
の
協
同
化
及
び
信
用
の
協
同
化
を
組
織
す
る
こ
と
を
奨
働
す
る
。

　
國
家
は
、
富
農
輕
濟
に
封
し
て
は
、
制
限
及
び
一
歩
一
歩
潰
滅
の
政
策
を
と

　
る
。

第
九
條
　
國
家
は
、
法
律
に
よ
り
手
工
業
者
及
び
そ
の
他
の
非
農
業
箪
濁
輕
螢

　
勤
勢
者
の
生
産
手
段
の
所
有
権
を
保
護
す
る
。

　
國
家
は
、
軍
濁
経
螢
の
手
工
業
者
及
び
そ
の
他
の
非
農
業
軍
濁
経
螢
勤
螢
者

　
の
脛
螢
改
善
を
指
導
し
援
助
す
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
が
自
獲
的
意
思
の
原

　
則
に
も
と
づ
い
て
生
産
の
協
同
化
及
び
販
壷
購
買
の
協
同
化
を
組
織
す
る
こ

　
と
を
奨
働
す
る
。

第
＋
條
　
國
家
は
、
法
律
に
よ
り
資
本
家
の
生
産
手
段
の
所
有
灌
及
び
そ
の
他

　
の
資
本
の
所
有
権
を
保
護
す
る
。

　
國
家
は
、
資
本
主
義
的
工
商
業
に
封
し
て
、
利
用
、
制
限
及
び
改
造
の
政
策

　
を
と
る
。
國
家
は
、
國
家
行
政
機
關
の
管
理
、
國
螢
経
濟
の
指
導
及
び
螢
働

　
者
大
衆
の
監
督
を
つ
う
じ
て
、
資
本
主
義
的
工
商
業
の
國
家
と
人
民
の
生
活

　
に
有
利
な
積
極
的
作
用
を
利
用
し
、
國
家
と
人
民
の
生
活
に
不
利
な
そ
の
鴇

　
極
的
作
用
を
制
限
し
、
か
れ
ら
が
各
種
の
異
つ
た
形
態
の
國
家
資
本
主
義
輕

　
濟
に
鱒
化
す
る
の
を
奨
闘
し
指
導
し
、
一
歩
一
歩
資
本
家
的
所
有
制
を
全
人

　
民
的
所
有
制
に
か
え
て
い
く
。

　
國
家
は
、
公
共
の
利
釜
に
危
害
を
加
え
肚
會
纒
濟
秩
序
を
麗
飢
し
國
家
の
糎

　
濟
計
劃
を
破
壌
す
る
資
本
家
の
一
切
の
不
法
行
爲
を
禁
止
す
る
。

第
＋
一
條
　
國
家
は
、
公
昆
の
合
法
的
牧
入
、
貯
蓄
、
家
屋
及
び
各
種
の
生
活

四
八
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手
段
の
所
有
灌
を
保
護
す
る
。

第
＋
二
條
　
國
家
は
、
法
律
に
よ
り
公
民
の
私
有
財
壼
の
相
績
権
を
保
護
す
る
。

第
士
二
條
　
國
家
は
、
公
共
の
利
釜
の
必
要
の
た
め
に
、
法
律
に
規
定
す
る
條

　
件
に
よ
っ
て
、
都
市
農
村
の
土
地
及
び
そ
の
他
の
生
産
手
段
に
封
し
て
、
牧

　
買
、
徴
用
ま
た
は
國
有
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
條
　
國
家
は
、
い
か
な
る
人
も
私
有
財
蓬
を
利
用
し
て
公
共
の
利
釜
を

　
破
壌
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

第
＋
五
條
　
國
家
は
、
経
濟
計
劃
に
よ
つ
て
國
民
脛
濟
の
襲
展
と
改
造
を
指
導

　
し
、
た
え
ず
生
産
力
を
壇
大
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
人
民
の
物
質
的
生
活
と

　
文
化
的
生
活
を
改
善
し
、
國
家
の
濁
立
と
安
全
を
輩
固
に
す
る
。

第
＋
六
條
　
螢
働
は
、
中
華
人
民
共
和
國
の
す
べ
て
の
螢
働
能
力
を
有
す
る
公

　
民
の
光
榮
あ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
國
家
は
、
公
民
の
螢
働
に
お
け
る
積
極

　
性
と
創
造
性
を
奨
働
す
る
。

第
＋
七
條
　
す
べ
て
の
國
家
機
關
は
、
人
民
大
衆
に
依
存
し
、
つ
ね
に
大
衆
と

　
の
密
接
な
連
繋
を
保
持
し
、
大
衆
の
意
見
を
傾
聴
し
、
大
衆
の
監
督
を
う
け

　
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
八
條
　
す
ぺ
て
の
國
家
機
關
勤
務
員
は
、
人
民
民
主
主
義
制
度
に
忠
誠
を

　
つ
く
し
、
憲
法
と
法
律
に
服
從
し
、
人
民
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
努
力

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
九
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
人
民
民
主
主
義
制
度
を
保
衛
し
、
一
切
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
反
國
家
的
及
び
反
革
命
的
活
動
を
鎭
墜
し
、
一
切
の
費
國
奴
及
び
反
革
命
分

　
子
を
懲
罰
す
る
。

　
國
家
は
、
法
律
に
よ
り
、
一
定
の
期
間
封
建
地
主
及
び
官
瞭
資
本
家
の
政
治

　
的
権
利
を
剥
奪
し
、
同
時
に
生
活
上
の
活
路
を
あ
た
え
、
螢
働
を
つ
う
じ
て



　
か
れ
ら
を
自
ら
の
螢
働
で
生
活
す
る
公
民
に
な
る
よ
う
に
改
邉
す
る
。

第
二
＋
條
　
中
韮
人
民
共
和
國
の
武
装
力
は
人
民
に
麗
し
、
そ
の
任
務
は
人
民

　
革
命
及
び
國
家
建
設
の
成
果
を
ま
も
り
、
國
家
の
主
穣
、
領
土
の
保
全
及
び

　
安
全
を
ま
も
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
章
　
國
家
機
構

　
　
　
　
第
剛
節
全
國
人
民
代
表
大
會

第
二
＋
剛
條
　
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
は
最
高
の
國
家
灌
力
機

　
關
で
あ
る
。

第
二
＋
二
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
ほ
國
家
の
立
法
灌
を
行
使
す
る
唯
一
の
機

　
關
で
あ
る
。

第
二
士
二
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
省
、
自
治
匿
、
直
轄
市
、
軍
隊
及
び

　
華
僑
が
選
出
し
た
代
表
に
よ
つ
て
構
威
さ
れ
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
の
定
敷
及
び
代
表
選
出
の
方
法
は
、
少
敷
民
族
代

　
表
の
定
敷
及
び
選
出
方
法
を
含
め
て
、
選
學
法
が
規
定
す
る
。

第
二
＋
四
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
の
毎
期
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
の
任
期
瀾
了
の
二
ヵ
月
前
に
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常

　
務
委
員
會
は
次
期
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
の
選
學
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
選
學
を
行
う
こ
と
の
で
き
な
い
非
常
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
次
期
全
國
人
民
代
表
大
會
が
第
一
次
會
議
を
行
う

　
と
き
ま
で
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
＋
五
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
、
毎
年
一
同
行
い
、
全
國
人
民
代

　
表
大
會
常
務
委
員
會
が
召
集
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
必

　
要
と
認
め
た
と
き
、
ま
た
は
五
分
の
一
の
代
表
の
提
議
が
あ
つ
た
と
き
は
、

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
臨
時
に
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
を
召
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
＋
六
條
　
奎
國
人
民
代
表
大
會
が
會
議
を
行
う
と
き
は
、
主
席
團
を
逡
撃

　
し
、
こ
れ
が
會
議
を
主
宰
す
る
。

第
二
＋
七
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
次
の
職
灌
を
行
使
す
る
。

e
憲
法
の
改
正

⇔
法
律
の
制
定

　
目
憲
法
實
施
の
監
督

　
㈲
中
華
入
民
共
和
國
主
席
、
副
主
席
の
選
墨

　
㊨
中
華
人
民
共
和
國
主
席
の
指
名
に
も
と
づ
く
國
務
院
総
理
の
人
選
の
決

　
　
定
、
國
務
院
総
理
の
指
名
に
も
と
づ
く
國
務
院
購
成
人
員
の
人
選
の
決
定

　
肉
中
華
人
民
共
和
國
主
席
の
指
名
に
も
と
づ
く
國
防
委
員
會
副
主
席
及
び
委

　
　
員
の
人
選
の
決
定

　
㈹
最
高
人
民
法
院
院
長
の
選
學

　
㈹
最
高
人
民
槍
察
院
槍
察
長
の
選
學

　
⑳
國
民
輕
濟
計
劃
の
決
定

　
⑥
國
家
の
豫
算
及
び
決
算
の
審
査
及
び
承
認

　
㊤
省
、
自
治
匠
及
び
直
轄
市
の
匿
劃
の
認
可

　
日
大
赦
の
決
定

　
筒
戦
争
及
び
李
和
の
問
題
の
決
定

　
飼
全
國
人
民
代
表
大
會
が
自
ら
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
た
そ
の
他
の
職

　
　
権

第
二
＋
八
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
次
の
人
員
を
罷
菟
す
る
の
権
を
有
す

　
る
。

　
◎
中
華
人
民
共
和
國
主
席
、
副
主
席

四
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中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
⇔
國
務
院
総
理
、
副
総
理
、
各
部
部
長
、
各
委
員
會
主
任
、
秘
書
長

　
⑬
國
防
委
員
會
副
主
席
及
び
委
員

　
㊨
最
高
人
民
法
院
院
長

　
国
最
高
人
民
橡
察
院
橡
察
長

第
二
＋
九
條
　
憲
法
の
改
正
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
が
全
代
表
の
三
分
の
二

　
の
多
敷
を
も
つ
て
議
決
す
る
。

　
法
律
及
び
そ
の
他
の
議
案
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
が
全
代
表
の
過
牟
敷
を

　
も
つ
て
議
決
す
る
。

第
三
＋
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
全
國
人
民
代
表
大
會
の
常
設

　
機
關
で
あ
る
。

　
全
國
人
民
代
表
犬
會
常
務
委
員
會
は
全
國
人
民
代
表
大
會
が
選
出
す
る
次
の

　
人
員
に
よ
つ
て
構
威
さ
れ
る
。

　
委
員
長

　
副
委
員
長
　
若
干
人

　
秘
書
長

委
員
　
　
　
若
干
人

第
三
＋
剛
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
つ
ぎ
の
職
擢
を
行
使
す

　
る
。

　
O
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
の
選
學
の
主
宰

⇔
全
國
入
民
代
表
大
會
會
議
の
召
集

㊧
法
律
の
解
羅

㈲
法
令
の
制
定

御
國
務
院
、
最
高
人
民
法
院
及
ぴ
最
高
人
民
槍
察
院
の
職
務
執
行
の
監
督

㈹
憲
法
、
法
律
及
び
法
令
と
．
抵
鰯
す
る
國
務
院
の
決
議
及
び
命
令
の
取
潰

五
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㈹
省
、
冑
治
匿
、
直
轄
市
の
國
家
穗
力
機
關
の
不
適
當
な
決
議
の
饗
更
ま
た

　
　
は
取
清

囚
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
に
お
け
る
國
務
院
副
総
理
、
各
部
部
長
、

　
　
各
委
員
會
主
任
、
秘
書
長
の
個
別
的
任
冤
の
決
定

　
⑳
最
高
人
民
法
院
副
院
長
、
裁
到
官
及
び
裁
到
委
員
會
委
員
の
任
勇

　
㊨
最
高
人
民
槍
察
院
副
槍
察
長
、
槍
察
員
及
び
槍
察
委
員
會
委
員
の
任
免

　
⇔
駐
外
全
灌
代
表
の
任
冤
の
決
定

　
目
外
國
と
締
結
し
た
條
約
の
批
准
及
び
塵
棄
の
決
定

　
目
軍
人
及
び
外
交
人
員
の
職
級
及
び
そ
の
他
の
專
門
職
の
職
級
の
規
定

　
㈲
國
家
の
鋤
章
及
び
榮
碁
稔
號
の
授
與
に
つ
い
て
の
規
定
及
び
決
定

㊧
特
赦
の
決
定

　
関
全
國
人
民
代
表
大
會
の
閉
會
期
聞
中
、
國
家
が
武
力
侵
犯
を
う
け
ま
た
は

　
　
侵
略
の
共
同
防
止
に
か
ん
す
る
國
際
間
の
條
約
を
履
行
し
な
け
れ
は
な
ら

　
　
な
い
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
職
雫
状
態
の
宣
言
の
決
定

　
㊨
全
國
絡
動
員
ま
た
は
局
部
的
動
員
の
決
定

　
㈹
全
國
ま
た
は
一
部
地
匠
の
戒
嚴
の
決
定

　
㈹
全
國
人
民
代
表
大
會
が
授
與
し
た
そ
の
他
の
職
灌

第
三
＋
二
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
、
次
期
全
國
人
民
代
表
大

　
會
が
新
た
な
常
務
委
員
會
を
選
出
す
る
ま
で
そ
の
職
権
を
行
使
す
る
。

第
三
士
二
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に

　
封
し
て
責
任
を
負
い
且
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
の
購
成
入
員
を

　
罷
冤
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
三
＋
四
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
民
族
委
員
會
、
法
案
委
員
會
、
豫
算



　
委
員
會
、
代
表
資
格
審
査
委
員
會
及
び
そ
の
他
の
設
置
を
必
要
と
す
る
委
員

　
會
を
設
け
る
。

　
民
族
委
員
會
及
び
法
案
委
員
會
は
、
全
國
入
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
、
全

　
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
の
指
導
を
う
け
る
。

第
三
＋
五
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、
全
國
人
民
代
表

　
大
會
の
閉
會
期
間
中
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
必
要
と
認
め
た
と

　
き
は
、
特
定
の
問
題
に
封
す
る
調
査
委
員
會
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
調
査
委
員
會
が
調
査
を
行
う
と
き
は
、
す
べ
て
の
關
係
あ
る
國
家
機
關
、
人

　
民
團
騰
及
び
公
民
は
、
み
な
こ
れ
に
封
し
て
必
要
な
材
料
を
提
供
す
る
義
務

　
を
有
す
る
。

第
三
＋
六
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
國
務
院
ま
た
は
國
務
院
の
各
部

　
各
委
員
會
に
封
し
て
質
問
を
提
出
す
る
の
権
を
有
し
、
質
問
を
う
け
た
機
關

　
は
責
任
を
も
つ
て
同
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
＋
七
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
の
許
可
を

　
纒
な
け
れ
ば
、
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常

　
務
委
員
會
の
許
可
を
脛
な
け
れ
ば
、
逮
捕
ま
た
は
裁
到
さ
れ
な
い
。

第
三
＋
八
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
そ
の
逡
撃
輩
位
の
監
督
を
う
け

　
る
。
選
撃
軍
位
は
、
法
律
に
規
定
す
る
手
績
に
よ
つ
て
随
時
そ
の
箪
位
の
選

　
出
し
た
代
表
を
更
迭
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

　
　
　
　
第
二
節
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席

第
三
＋
九
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
は
全
國
人
民
代
表
大
會
が
選
撃
す
る
。

　
選
學
権
及
び
被
選
撃
権
を
有
す
る
年
齢
瀾
三
十
五
歳
以
上
の
中
華
人
民
共
和

　國

公
民
は
、
中
華
人
民
共
和
國
主
席
に
選
塁
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
四
＋
條
　
中
華
人
昆
共
和
國
主
席
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
の
決
是
及
び
全

　
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
の
決
定
に
も
と
づ
き
、
法
律
及
び
法
令
を
公

　
布
し
、
國
務
院
総
理
、
副
総
理
、
各
部
部
長
、
各
委
員
會
主
任
、
秘
書
長
を

　
任
冤
し
、
國
防
委
員
會
副
主
席
、
委
員
を
任
冤
し
、
國
家
の
動
章
及
び
榮
碁

　
繕
號
を
授
輿
し
、
大
赦
令
及
び
特
赦
令
を
獲
布
し
、
戒
嚴
令
を
稜
布
し
、
戦

　
雫
状
態
を
宣
言
し
、
動
員
令
を
獲
布
す
る
。

第
四
＋
剛
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
は
、
外
に
封
し
て
中
華
人
民
共
和
國
を

　
代
表
し
、
外
國
使
節
を
接
受
し
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
の
決
定

　
に
も
と
づ
き
駐
外
全
灌
代
表
を
派
遣
及
び
召
還
し
、
外
國
と
締
結
し
た
條
約

　
を
批
准
す
る
。

第
四
＋
二
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
は
全
國
の
武
装
力
を
統
牽
し
、
國
防
委

　
員
會
主
席
の
任
に
っ
く
。

第
四
＋
三
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
は
、
必
要
な
と
き
に
最
高
國
務
會
議
を

　
召
集
し
、
且
つ
最
高
國
務
會
議
主
席
の
任
に
つ
く
。

　
最
高
國
務
會
議
に
は
、
中
華
人
民
共
和
國
副
王
席
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常

　
務
委
員
會
委
員
長
、
國
務
院
総
理
及
び
そ
の
他
の
關
係
人
員
が
参
加
す
る
。

　
最
高
國
務
會
議
の
國
家
の
重
大
事
項
に
封
す
る
意
見
は
、
中
華
人
民
共
和
國

　
主
席
が
全
國
人
民
代
表
大
會
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
、
國
務
院

　
ま
た
は
そ
の
他
の
關
係
部
門
に
交
付
し
て
、
討
議
さ
せ
且
つ
決
定
さ
せ
る
。

第
四
＋
四
條
　
中
華
人
民
共
和
國
副
主
席
は
、
主
席
の
職
務
執
行
を
補
佐
す

　
る
。
副
主
席
は
、
主
席
の
委
託
を
う
け
て
主
席
の
職
権
の
一
部
を
代
行
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
華
人
民
共
和
國
副
主
席
の
選
學
及
び
任
期
に
は
、
憲
法
第
三
十
九
條
の
中

　
華
人
民
共
和
國
主
席
の
選
學
及
び
任
期
に
關
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

査
一

（
二
二
三
V



中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
四
＋
五
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
庸
、
副
主
席
は
、
次
期
全
國
人
民
代
表
大

　
會
が
選
出
し
た
次
期
主
席
、
副
主
席
か
就
任
す
る
ま
で
、
そ
の
職
鰹
を
行
使

　
す
る
。

第
四
＋
六
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
が
健
康
状
態
の
た
め
長
期
閲
職
務
を
執

　
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
副
主
席
が
主
席
の
職
灌
を
代
行
す
る
。

　
中
華
入
民
共
和
國
主
席
が
鮫
位
の
と
き
は
、
副
主
席
が
主
席
の
職
位
を
纏
承

　
す
る
。

　
　
　
　
第
三
節
國
務
院

第
四
＋
七
條
　
中
華
人
民
共
和
國
國
務
院
す
な
わ
ち
中
央
人
民
政
府
は
、
最
高

　
國
家
権
力
機
關
の
執
行
機
關
で
あ
り
、
最
高
の
國
家
行
政
機
關
で
あ
る
。

第
四
＋
八
條
　
國
務
院
は
次
の
人
員
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
総
理

　
副
総
理
若
干
入

　
各
部
部
長

　
各
委
員
會
主
任

　
秘
書
長

　
國
務
院
の
組
織
は
法
律
に
よ
つ
て
規
定
す
る
。

第
四
十
九
條
　
國
務
院
は
次
の
職
権
を
行
使
す
る
。

　
e
憲
法
、
法
律
及
び
法
令
に
も
と
づ
く
行
政
措
置
の
規
定
、
決
議
及
び
命
令

　
　
の
護
布
、
並
に
こ
れ
ら
決
議
及
び
命
令
の
實
施
状
況
の
審
査

　
◎
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
す
る

　
　
議
案
の
提
出

　
㊧
各
部
及
び
各
委
員
會
の
職
務
執
行
の
統
一
的
指
導

　
㈲
全
國
の
地
方
各
級
國
家
行
政
機
瀾
の
職
務
執
行
の
統
一
的
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
二
二
四
）

㊨
各
部
部
長
、
各
委
員
會
主
任
の
不
適
當
な
命
令
及
び
指
示
の
墜
更
ま
た
は

　
　
取
消

㈹
地
方
各
級
國
家
行
政
機
關
の
不
適
當
な
決
議
及
び
命
令
の
饗
更
ま
た
は
取

　
　
滑

㈲
國
民
纏
濟
計
劃
及
び
國
家
豫
算
の
執
行

㈹
封
外
貿
易
及
び
國
内
商
業
の
管
理

　eゆ

文
化
、
教
育
及
び
衡
生
活
動
の
管
理

　
⑥
民
族
事
務
の
管
理

　◎

華
僑
事
務
の
管
理

　
⑫
國
家
の
利
釜
の
保
護
、
公
共
秩
序
の
維
持
擁
護
、
公
民
の
権
利
の
保
障

　
営
封
外
事
務
の
管
理

　
㈲
武
装
力
の
建
設
の
指
導

　
㊧
自
治
州
、
縣
、
自
治
縣
、
市
の
匠
劃
の
認
可

　
鱒
法
律
の
規
定
に
よ
る
行
政
人
員
の
任
冤

　
㈲
全
國
人
民
代
表
大
會
及
び
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
授
與
し
た

　
　
そ
の
他
の
職
穫

第
五
＋
條
　
総
理
は
、
國
務
院
の
職
務
の
執
行
を
指
凛
し
、
國
務
院
會
議
を
主

　
宰
す
る
。

　
副
総
理
は
総
理
の
職
務
執
行
を
補
佐
す
る
。

第
五
＋
剛
條
各
部
部
長
及
ぴ
各
委
員
會
主
任
は
、
そ
の
部
門
の
職
務
の
執
行

　
を
管
理
す
る
責
任
を
負
う
。
各
部
部
長
及
び
各
委
員
會
主
任
は
、
そ
の
部
門

　
の
権
限
内
で
、
法
律
、
法
令
及
ぴ
國
務
院
の
決
議
、
命
令
に
も
と
づ
き
、
命

　
令
及
び
指
示
を
襲
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
＋
二
條
　
國
務
院
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且



　
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は
全
國
人

　
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且
つ
職
務
の
執
行
を
報

　
告
す
る
。

　
　
　
　
第
四
節
　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
各
級
人
民
委
員
會

第
五
＋
三
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
行
政
匿
域
は
次
の
よ
う
に
匠
分
す
る
。

　
0
全
國
を
省
、
自
治
匠
、
直
轄
市
に
分
け
る
。

　
◎
省
、
自
治
優
を
自
治
州
、
縣
、
自
治
縣
、
市
に
分
け
る
。

　
㊧
縣
、
自
治
縣
を
郷
、
民
族
郷
、
鎭
に
分
け
る
。

　
直
轄
市
及
ぴ
比
較
的
大
き
な
市
を
匠
に
分
け
る
。
自
治
州
を
縣
、
自
治
縣
、

　
市
に
分
け
る
。

　
自
治
匠
、
自
治
州
、
自
治
縣
は
す
べ
て
民
族
自
治
地
方
で
あ
る
。

第
五
＋
四
條
　
省
、
直
轄
市
、
縣
、
市
、
市
轄
匠
、
郷
、
民
族
郷
、
鎭
に
は
、

　
人
民
代
表
大
會
及
び
入
民
委
員
會
を
設
け
る
。

　
自
治
匿
、
自
治
州
、
自
治
縣
に
は
自
治
機
關
を
設
け
る
。
自
治
機
關
の
組
織

　
及
び
活
動
は
、
憲
法
第
二
章
第
五
節
に
規
定
す
る
。

第
五
＋
五
條
　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
す
べ
て
地
方
國
家
灌
力
機
關
で

　
あ
る
。

第
五
＋
六
條
　
省
、
直
轄
市
、
縣
、
匿
を
設
け
て
い
る
市
の
人
昆
代
表
大
會
代

　
表
は
、
一
級
下
の
人
民
代
表
大
會
が
選
學
す
る
。
癌
を
設
け
て
い
な
い
市
、

　
市
轄
匿
、
郷
、
民
族
郷
、
鎭
の
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
選
學
民
が
直
接
選

　
學
す
る
。

　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
代
表
の
定
数
及
び
代
表
の
選
出
方
法
は
、
選
撃
法

　
が
規
定
す
る
。

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
五
＋
七
條
　
省
人
昆
代
表
大
會
の
毎
期
の
任
期
は
四
年
と
す
る
、
直
轄
市
、

　
縣
、
市
、
市
轄
匠
、
郷
、
民
族
郷
、
鎭
の
人
民
代
表
大
會
の
毎
期
の
任
期
は

　
二
年
と
す
る
。

第
五
＋
八
條
　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
そ
の
行
政
匠
域
内
で
、
法
律
、

法
令
の
蓮
守
と
執
行
を
保
鐙
し
、
地
方
の
纏
濟
建
設
、
文
化
建
設
及
び
公
共

　
事
業
を
企
劃
し
、
地
方
の
豫
算
及
び
決
算
を
審
査
承
認
し
、
公
共
財
産
を
保

　
護
し
、
公
共
の
秩
序
を
維
持
擁
護
し
、
公
民
の
権
利
を
保
障
し
、
少
歎
民
族

　
の
季
等
の
灌
利
を
保
障
す
る
。

第
五
＋
九
條
　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
そ
の
級
の
人
民
委
員
會
の
構
成

　
人
員
を
選
撃
し
、
且
つ
罷
冤
す
る
の
権
を
有
す
る
。

　
縣
級
以
上
の
人
民
代
表
大
會
は
、
そ
の
級
の
人
民
法
院
院
長
を
選
撃
し
、
且

　
つ
罷
菟
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
六
＋
條
　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
法
律
に
規
定
す
る
穗
限
に
よ
り
決

　
議
を
通
過
し
且
っ
護
布
す
る
。

　
民
族
郷
の
人
民
代
表
大
會
は
、
法
律
に
規
定
す
る
権
限
に
よ
り
民
族
の
特
徴

　
に
適
合
し
た
具
豊
的
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
そ
の
級
の
人
民
委
員
會
の
不
適
當
な
決
議
及

　
び
命
令
を
攣
更
ま
た
は
取
清
す
の
権
を
有
す
る
。

　
縣
級
以
上
の
人
昆
代
表
大
會
は
、
一
級
下
の
入
罠
代
表
大
會
の
不
適
當
な
決

　
議
及
び
一
級
下
の
入
民
委
員
會
の
不
適
當
な
決
議
及
び
命
令
を
墜
更
ま
た
は

　
取
潰
す
の
灌
を
有
す
る
。

第
穴
＋
剛
條
　
省
、
直
轄
市
、
縣
、
麗
を
設
け
て
い
る
市
の
人
民
代
表
大
會
代

　
表
は
、
そ
の
選
撃
箪
位
の
監
督
を
う
け
る
。
優
を
設
け
て
い
な
い
市
、
市
轄

　
匿
、
郷
、
民
族
郷
、
鎭
の
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
選
撃
民
の
監
督
を
う
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
査
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中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
る
。
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
代
表
の
選
撃
輩
位
及
び
選
學
民
は
、
法
律
に

　
規
定
す
る
手
績
に
よ
り
随
時
自
己
の
選
出
し
た
代
表
を
更
迭
す
る
の
権
を
有

　
す
る
。

第
六
＋
二
條
　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
す
な
わ
ち
地
方
各
級
人
民
政
府
は
、
地

　
方
各
級
人
民
代
表
大
會
の
執
行
機
關
で
あ
り
、
地
方
各
級
國
家
行
政
機
關
で

　
あ
る
。

第
六
＋
三
條
　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
省
長
、
市
長
、
縣

　
長
、
匠
長
、
郷
長
、
鎭
長
各
一
入
、
副
省
長
、
副
市
長
、
副
縣
長
、
副
匠

　
長
、
副
郷
長
、
副
鎭
長
各
若
干
入
及
び
委
員
各
若
干
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ

　
る
。

　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
の
毎
期
の
任
期
は
、
そ
の
級
の
人
民
代
表
大
會
の
毎

　
期
の
任
期
と
同
一
で
あ
る
。

　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
の
組
織
は
法
律
に
よ
つ
て
規
定
す
る
。

第
六
＋
四
條
　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
法
律
に
規
定
す
る
権
限
に
よ
り
そ

　
の
行
政
冨
域
の
行
政
活
動
を
管
理
す
る
。

　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
そ
の
級
の
人
民
代
表
大
會
の
決
議
及
び
上
級
國

　
家
行
政
機
關
の
決
議
と
命
令
を
執
行
す
る
。

　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
法
律
に
規
定
す
る
灌
限
に
よ
り
決
議
及
び
命
令

　
を
襲
布
す
る
。

第
穴
＋
五
條
　
縣
級
以
上
の
人
民
委
員
會
は
、
所
馬
各
工
作
部
門
及
び
下
級
人

　
民
委
員
會
の
活
動
を
指
導
し
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
國
家
機
關
勤
務
員
を
任

　
冤
す
る
。

　
縣
級
以
上
の
人
民
委
員
會
は
、
一
級
下
の
人
民
代
表
大
會
の
不
適
當
な
決
議

　
の
執
行
を
停
止
す
る
の
権
を
有
し
、
所
麗
各
工
作
部
門
の
不
適
當
な
命
令
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
　
　
（
一
一
一
一
山
ハ
）

　
指
示
及
び
下
級
人
民
委
員
會
の
不
適
嘗
な
決
議
と
命
令
を
墜
更
し
ま
た
は
取

　
潰
す
の
灌
を
有
す
る
。

第
六
＋
六
條
　
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
す
べ
て
そ
の
級
の
人
民
代
表
大
會

　
及
び
一
級
上
の
國
家
行
政
機
關
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且
つ
職
務
の
執
行

　
を
報
告
す
る
。

　
全
國
の
地
方
各
級
人
民
委
員
會
は
、
す
べ
て
國
務
院
の
統
一
的
指
導
の
下
に

　
あ
る
國
家
行
政
機
關
で
あ
り
、
す
べ
て
國
務
院
に
服
從
す
る
。

　
　
　
　
第
五
節
　
民
族
自
治
地
方
の
自
治
機
關

第
六
＋
七
條
　
自
治
匿
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
の
組
織
は
、
憲
法
第

　
二
章
第
四
節
に
規
定
す
る
地
方
國
家
機
關
の
組
織
に
關
す
る
基
本
原
則
に
も

　
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
治
機
關
の
形
式
は
、
匿
域
自
治
を
行
つ
て

　
い
る
民
族
の
大
多
数
の
人
民
の
願
望
に
よ
つ
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
＋
八
條
　
い
く
つ
か
の
民
族
の
雑
居
し
て
い
る
自
治
匿
、
自
治
州
、
自
治

　
縣
の
自
治
機
關
に
は
、
各
關
係
民
族
は
す
べ
て
適
當
敷
の
代
表
を
も
た
な
け

　
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

第
六
＋
九
條
　
自
治
匠
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
憲
法
第
二
章
第

　
四
節
に
規
定
す
る
地
方
國
家
機
關
の
職
灌
を
行
使
す
る
。

第
七
＋
條
　
自
治
直
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
憲
法
及
び
法
律
に

　
規
定
す
る
灌
限
に
よ
り
自
治
権
を
行
使
す
る
。

　
自
治
匿
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
法
律
に
規
定
す
る
権
限
に
よ

　
り
そ
の
地
方
の
財
政
を
管
理
す
る
。

　
自
治
匠
、
盲
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
國
家
の
軍
事
制
度
に
よ
り
そ

　
の
地
方
の
公
安
部
隊
を
組
織
す
る
。

　
自
治
匿
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
そ
の
地
方
の
民
族
の
政
治
、



　
経
濟
及
び
文
化
の
將
徴
に
し
た
が
つ
て
、
自
治
條
例
及
び
箪
行
條
例
を
制
定

　
し
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
認
可
を
上
申
す
る
こ
と
か
で
き

　
る
。

第
七
＋
』
條
　
自
治
匿
、
肖
治
州
、
自
治
縣
の
自
治
機
關
は
、
職
務
を
執
行
す

　
る
と
き
、
そ
の
地
方
の
民
族
に
通
用
す
る
一
種
ま
た
は
籔
種
の
言
語
文
字
を

　
使
用
す
る
。

第
七
＋
二
條
　
各
上
級
國
家
機
關
は
、
各
自
治
匠
、
自
治
州
、
自
治
縣
の
自
治

　
機
關
が
自
治
権
を
行
使
す
る
の
を
十
分
に
保
障
し
、
且
つ
各
少
敷
民
族
が
政

　
治
、
輕
濟
及
び
文
化
の
建
設
事
業
を
護
展
さ
せ
る
の
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
六
節
　
人
民
法
院
及
び
人
民
検
察
院

第
七
＋
三
條
　
中
華
人
民
共
和
國
最
高
人
民
法
院
、
地
方
各
級
人
民
法
院
及
び

　
專
門
人
民
法
院
は
裁
鋼
権
を
行
使
す
る
。

第
七
＋
四
條
　
最
高
人
民
法
院
院
長
及
び
地
方
各
級
人
民
法
院
院
長
の
任
期
は

　
四
年
と
す
る
。

　
人
民
法
院
の
粗
織
は
法
律
に
よ
つ
て
規
定
す
る
。

第
七
＋
五
條
　
人
民
法
院
が
事
件
を
裁
到
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
法
律
に
よ
り

　
人
民
陪
審
員
制
度
を
實
行
す
る
。

第
七
＋
六
條
　
人
民
法
院
が
事
件
を
裁
判
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
法
律
に
規
定

　
す
る
將
別
の
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
公
開
し
て
行
う
。
被
告
人
は
辮
護
を
う

　
け
る
権
利
を
有
す
る
。

第
七
＋
七
條
　
各
民
族
の
公
民
は
、
す
べ
て
そ
の
民
族
の
言
語
文
字
を
用
い
て

　
訴
訟
を
行
う
灌
利
を
有
す
る
。
人
民
法
院
は
、
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
言

　
語
文
字
を
理
解
し
な
い
當
事
者
に
封
し
て
、
か
れ
ら
の
た
め
に
翻
課
し
な
け

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
少
敷
民
族
が
集
居
し
て
い
る
か
ま
た
は
い
く
つ
か
の
民
族
が
雑
居
し
て
い
る

　
地
匠
で
は
、
人
民
法
院
は
、
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
言
語
を
用
い
て
審
理

　
訊
問
を
行
い
、
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
文
宇
を
用
い
て
到
決
書
、
告
示
及

　
び
そ
の
他
の
文
書
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
條
　
人
民
法
院
は
、
搦
立
し
て
裁
到
を
行
い
、
法
律
に
だ
け
服
從
す

　
る
。

第
七
＋
九
條
　
最
高
人
民
法
院
は
最
高
裁
判
機
關
で
あ
る
。

　
最
高
人
民
法
院
は
、
地
方
各
級
人
民
法
院
及
び
專
門
人
民
法
院
の
裁
判
上
の

　
職
務
執
行
を
監
督
し
、
上
級
人
民
法
院
は
下
級
人
民
法
院
の
裁
判
上
の
職
務

　
執
行
を
監
督
す
る
。

第
八
＋
條
最
高
人
民
法
院
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
野
し
て
責
任
を
負

　
い
、
且
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中

　
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且
つ
職
務

　
の
執
行
を
報
告
す
る
。
地
方
各
級
人
民
法
院
は
、
そ
の
緻
の
人
民
代
表
大
會

　
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且
っ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。

第
八
＋
一
條
　
中
華
人
民
共
和
國
最
高
人
民
槍
察
院
は
、
國
務
院
所
厨
の
各
部

　
門
、
地
方
各
級
國
家
機
關
、
國
家
機
關
勤
務
員
及
び
公
民
か
法
律
を
蓮
守
し

　
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
槍
察
権
を
行
使
す
る
。
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
及

　
び
專
門
入
民
強
察
院
は
、
法
律
に
規
定
す
る
範
園
に
ょ
り
検
察
灌
を
行
使
す

　
る
。

　
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
及
び
專
門
入
民
検
察
院
は
、
上
級
人
民
槍
察
院
の
指

　
運
の
も
と
に
、
且
つ
す
べ
て
最
高
人
民
槍
察
院
の
統
一
的
指
遵
の
も
と
に
、

　
職
務
を
執
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
二
二
七
）



中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
八
＋
二
條
　
最
高
人
民
穣
察
院
槍
察
長
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　
人
民
槍
察
院
の
組
織
は
法
律
に
よ
つ
て
規
定
す
る
。

第
八
＋
三
條
　
地
方
各
級
人
民
橡
察
院
は
、
濁
立
し
て
職
灌
を
行
使
し
、
地
方

　
國
家
機
關
の
干
渉
を
受
け
な
い
。

第
八
＋
四
條
最
高
人
民
樵
察
院
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
封
し
て
責
任
を

負
い
、
且
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
問
中

　
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
、
且
つ
職
務

　
の
執
行
を
報
告
す
る
。

第
三
章
　
公
民
の
基
本
的
穫
利
及
び
義
務

第
八
十
五
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
法
律
上
す
べ
て
恥
等
で
あ
る
。

第
八
＋
穴
條
　
中
莚
人
民
共
和
國
の
年
齢
満
十
八
歳
以
上
の
公
昆
は
、
民
族
、

　
種
族
、
性
別
、
職
業
、
肚
會
的
出
身
、
宗
教
信
仰
、
教
育
程
度
、
財
渥
状

　
況
、
居
往
期
闘
の
麗
別
な
く
、
す
べ
て
選
撃
灌
及
び
被
選
撃
穫
を
有
す
る
。

　
た
だ
し
精
碑
病
者
及
び
法
律
に
よ
り
選
撃
権
及
び
被
選
撃
灌
を
鋼
奪
さ
れ
て

　
い
る
も
の
は
除
外
す
る
。

　
女
手
は
男
子
と
季
等
の
選
撃
権
及
び
被
選
學
穗
を
有
す
る
。

第
八
＋
七
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
言
論
、
出
版
、
集
會
、
結
祉
、
街

　
頭
行
進
、
示
威
蓮
動
の
自
由
を
有
す
る
。
國
家
は
、
必
要
な
物
質
上
の
便
宜

　
を
あ
た
え
て
、
公
民
が
こ
れ
ら
の
自
由
を
享
受
す
る
こ
と
を
保
讃
す
る
。

第
八
十
八
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
宗
教
信
仰
の
自
由
を
有
す
る
。

第
八
十
九
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
の
人
身
の
自
由
は
犯
さ
れ
な
い
。
い
か

　
な
る
公
民
も
、
人
民
法
院
の
決
定
ま
た
は
人
民
糠
察
院
の
許
可
を
経
な
け
れ

　
ば
遽
捕
さ
れ
な
い
。

五
六

（
二
二
八
）

第
九
＋
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
の
住
宅
は
侵
犯
さ
れ
ず
、
通
信
の
秘
密
は

　
法
律
の
保
護
を
う
け
る
。
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
居
住
及
び
移
韓
の
自

　
由
を
有
す
る
。

第
九
＋
陶
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
螢
働
の
権
利
を
有
す
る
。
國
家

　
は
、
國
民
経
濟
の
計
劃
的
護
展
を
つ
う
じ
て
、
次
第
に
螢
働
の
就
業
を
掻
大

　
し
、
螢
働
條
件
及
び
賃
銀
待
遇
を
改
善
し
て
、
公
民
が
こ
の
よ
5
な
権
利
を

　
享
受
す
る
こ
と
を
保
護
す
る
。

第
九
＋
二
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
螢
働
者
は
、
休
息
の
権
利
を
有
す
る
。
國

　
家
は
、
螢
働
者
及
び
職
員
の
螢
働
時
間
と
休
暇
制
度
を
規
定
し
、
次
第
に
勤

　
螢
者
の
休
息
と
休
養
の
物
質
的
條
件
を
擾
充
し
て
、
勤
螢
者
が
こ
の
よ
う
な

　
権
利
を
享
受
す
る
こ
と
を
保
護
す
る
。

第
九
＋
三
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
動
螢
者
は
、
老
齢
と
な
り
、
病
氣
に
か
か

　
り
ま
た
は
螢
働
能
力
を
う
し
な
つ
た
場
合
に
は
、
物
質
的
援
助
を
う
け
る
灌

　
利
を
有
す
る
。
國
家
は
、
批
會
保
瞼
、
就
會
的
救
濟
及
び
大
衆
衛
生
事
業
を

　
興
し
、
且
つ
次
第
に
こ
れ
ら
の
施
設
を
擁
大
し
て
、
螢
働
者
が
こ
の
よ
う
な

　
灌
利
を
享
受
す
る
こ
と
を
保
謹
す
る
。

第
九
十
四
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
激
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

　
國
家
は
、
各
種
の
學
校
及
び
そ
の
他
の
文
化
撤
育
機
關
を
設
け
、
且
つ
次
第

　
に
擾
大
し
て
、
公
民
が
こ
の
よ
う
な
櫻
利
を
享
受
す
る
こ
と
を
保
謹
す
る
。

　
國
家
は
、
と
く
に
青
年
の
膿
力
及
び
智
力
の
護
展
に
配
慮
す
る
。

第
九
＋
五
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
公
民
が
科
學
研
究
、
文
學
藝
術
上
の
創

　
作
及
び
そ
の
他
の
文
化
活
動
を
行
う
の
自
由
を
保
障
す
る
。
國
家
は
、
科
學
、

　
教
育
、
文
學
、
藝
術
及
び
そ
の
他
の
文
化
事
業
に
從
事
す
る
公
民
の
創
造
的

　
活
動
に
封
し
て
奨
輸
し
援
助
す
る
。



第
九
＋
六
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
女
子
は
、
政
治
、
経
濟
、
文
化
、
批
會
及

　
び
家
庭
の
生
活
の
各
方
面
で
、
男
子
と
耶
等
の
罐
利
を
享
有
す
る
。

　
婚
姻
、
家
庭
、
母
親
及
び
見
童
は
國
家
の
保
護
を
う
け
る
。

第
九
＋
七
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
違
法
、
職
務
怠
慢
の
い
か
な
る
國

　
家
機
關
勤
務
員
に
封
し
て
も
、
各
級
國
家
機
關
に
書
面
ま
た
は
ロ
頭
に
よ
る

　
告
護
を
行
う
権
利
を
有
す
る
。
國
家
機
關
勤
務
員
に
よ
つ
て
公
民
の
灌
利
を

　
犯
さ
れ
損
害
を
う
け
た
も
の
は
、
賠
償
を
取
得
す
る
穂
利
を
有
す
る
。

第
九
＋
八
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
國
外
華
僑
あ
正
當
な
権
利
及
び
利
釜
を

　
保
護
す
る
。

第
九
＋
九
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
正
義
の
事
業
を
擁
護
し
、
李
和
蓮
動
に

　
参
加
し
、
科
學
活
動
を
行
つ
た
た
め
に
迫
害
を
う
け
た
い
か
な
る
外
國
人
に

　
封
し
て
も
、
居
留
の
権
利
を
あ
た
え
る
。

第
薗
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
憲
法
及
び
法
律
を
蓮
守
し
、
螢
働
紀
律

　
を
蓮
守
し
、
公
共
の
秩
序
を
蓮
守
し
、
肚
會
公
徳
を
貧
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

第
百
剛
條
中
華
人
民
共
和
國
の
公
共
財
甕
は
、
紳
聖
で
あ
つ
て
犯
す
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
公
共
財
産
を
愛
護
し
保
衛
す
る
こ
と
は
、
各
公
民
の
義
務
で
あ

　
る
。

第
萱
二
條
　
中
華
人
民
共
和
國
公
民
は
、
法
律
に
よ
り
納
税
の
義
務
を
有
す

　
る
。

第
百
三
條
　
租
國
を
保
衛
す
る
こ
と
は
、
中
華
人
民
共
和
國
の
各
公
民
の
紳
聖

　
な
職
責
で
あ
る
。

　
法
律
に
よ
り
兵
役
に
服
す
る
こ
と
は
、
中
華
人
民
共
和
國
公
民
の
光
榮
あ
る

　
義
務
で
あ
る
。

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
　
第
四
章
　
國
旗
、
國
章
、
首
都

第
百
四
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
國
旗
は
、
五
星
紅
旗
と
す
る
。

第
百
五
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
國
章
は
、
中
央
が
五
星
に
て
ら
さ
れ
て
い
る

　
天
安
門
で
、
周
園
を
穀
物
の
穗
と
歯
車
と
す
る
。

第
百
六
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
首
都
は
北
京
と
す
る
。

B　
　
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
公
告

　
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
組
織
法
は
、
す
で
に
中
華
人
民
共
和

國
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
が
一
九
五
四
年
九
月
二
十
日
に
通

過
し
た
。
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
第
一
期
全
國
人
民
代
表

　
　
　
　
　
　
　
大
會
第
一
次
會
議
主
席
團

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
四
年
九
月
二
十
八
日
北
京
に
お
い
て

　
　
中
華
人
民
共
和
國
全
國
人
民
代
表
大
會
組
織
法

　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
九
月
二
十
日
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大
會

　
　
　
　
第
一
次
會
議
通
過
）

　
　
第
一
章
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議

第
剛
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
、
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
第
二
十
五
條

　
の
規
定
に
よ
り
召
集
す
る
。

　
毎
期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
は
、
そ
の
期
の
全
國
人
民
代
表
大
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
二
二
九
）



中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
代
表
の
選
撃
が
完
了
し
て
か
ら
二
ヵ
月
以
内
に
、
前
期
の
全
國
人
民
代
表
大

　
會
常
務
委
員
會
が
召
集
す
る
。

第
二
條
　
毎
期
の
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
は
じ
め
て
全
國
人
民
代
表
大

　
會
會
議
に
出
席
し
た
と
き
に
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
蜀
し
て
代
表
當
選
護

　
書
を
提
出
し
、
代
表
資
格
審
査
委
員
會
が
審
査
を
行
う
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
代
表
資
格
審
査
委
員
會
の
提
出
し
た
報
告
に
も
と

　
づ
き
、
代
表
の
資
格
を
確
認
し
ま
た
は
個
々
の
代
表
の
當
選
無
敷
を
宣
言
す

　
る
。

第
三
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
代
表
を
選
出
し
た
選
學
輩
位
に
し
た

　
が
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
代
表
小
組
を
組
織
す
る
。

　
各
代
表
小
組
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
が
毎
次
會
議
を
行
う
前
に
、
全
國
人

　
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
提
出
の
會
議
に
關
す
る
準
備
事
項
に
つ
い
て
意
見

　
を
交
換
し
、
會
議
墨
行
期
間
中
は
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
民
代

　
表
大
會
主
席
團
の
提
出
し
た
事
項
に
つ
き
小
組
の
討
論
を
行
う
。

第
四
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
毎
次
會
議
を
開
始
す
る
と
き
に
、
該
次
會

　
議
の
主
席
團
と
秘
書
長
を
選
暴
し
、
該
家
會
議
の
議
事
日
程
を
探
揮
す
る
。

第
五
條
　
主
魔
圏
は
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
を
主
宰
す
る
。
主
席
團
は
、
若

　
干
入
を
互
選
し
て
會
議
の
執
行
主
席
を
輪
番
で
捲
當
さ
せ
る
。

　
主
席
團
は
、
常
務
主
席
若
干
人
を
互
選
し
て
主
席
團
會
議
を
召
集
並
に
主
宰

　
さ
せ
る
。

第
六
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
秘
書
庭
を
設
け
、
秘
書
長
の
指
導
の
も

　
と
に
職
務
を
執
行
さ
せ
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
副
秘
書
長
若
干
人
を
設
け
る
。
副
秘
書
長
の
人

選
は
主
席
團
が
決
定
す
る
。

五
八

（
二
三
〇
）

第
七
條
　
國
務
院
の
責
任
者
及
び
各
部
、
各
委
員
會
の
責
任
者
、
國
防
委
員
會

　
の
責
任
者
、
最
高
人
民
法
院
の
責
任
者
、
最
高
人
民
槍
察
院
の
責
任
者
は
、

　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
で
な
い
と
き
は
、
主
席
團
の
決
定
を
輕
て
全
國
人

　
民
代
表
大
會
會
議
に
列
膳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
、
副
主
席
、
全
國
人
民
代
表
大
會
の
代
表
、

　
主
席
團
、
常
務
委
員
會
及
び
各
委
員
會
．
國
務
院
は
、
す
べ
て
全
國
人
民
代

　
表
大
會
に
封
し
て
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
條
　
中
華
人
民
土
ハ
和
國
主
席
、
副
主
席
の
人
選
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會

　
代
表
が
連
合
し
て
推
薦
し
ま
た
は
箪
凋
で
推
薦
す
る
。

第
＋
條
　
國
務
院
総
理
及
ぴ
そ
の
他
の
國
務
院
の
構
成
人
員
の
人
選
、
國
防
委

　
員
會
副
主
席
及
び
委
員
の
人
選
は
、
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
第
二
十
七
條
の

　
規
定
に
よ
つ
て
推
薦
す
る
。

　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
構
成
人
員
の
人
選
、
最
高
入
民
法
院
院
長

　
の
人
選
及
び
最
高
人
民
瞼
察
院
検
察
長
の
人
選
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
代

　
表
が
連
合
し
て
推
薦
し
ま
た
は
箪
濁
で
推
薦
す
る
。

第
＋
剛
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
に
提
出
す
る
議
案
は
、
主
席
團
か
全
國
人
民

　
代
表
大
會
會
議
に
討
論
を
申
講
し
、
あ
る
い
は
關
係
あ
る
委
員
會
の
軍
濁
審

　
査
ま
た
は
蓮
合
審
査
に
交
付
し
た
後
に
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
に
討
論
を

申
請
す
る
。

第
＋
二
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
の
憲
法
改
正
案
、
法
律
案
及
び
そ
の
他

　
の
議
案
の
操
揮
に
つ
い
て
は
、
中
華
入
民
共
和
國
憲
法
第
二
十
九
條
の
規
定

　
に
よ
る
。

第
＋
三
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
、
選
撃
を
行
い
及
び
議
案
を
探
揮
す

　
る
に
あ
た
つ
て
は
、
無
記
名
投
票
の
方
式
ま
た
は
暴
手
表
決
の
方
式
を
探
用



　
す
る
。

第
＋
四
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
が
會
議
を
行
う
と
き
に
は
、
少
敷
民
族
代
表

　
の
た
め
に
必
要
な
翻
謬
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
竃
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
は
公
開
し
て
行
う
。
必
要
な
と
き
は
全

　
國
人
民
代
表
大
會
が
秘
密
會
議
を
行
う
こ
と
を
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會

第
＋
六
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
第
三

　
十
一
條
に
規
定
す
る
職
灌
を
行
使
す
る
。

第
＋
七
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
委
員
長
、
副
委
員
長
、
秘
書
長

　
及
び
委
員
は
、
毎
期
全
國
人
民
代
表
大
會
が
第
一
次
會
議
で
選
出
す
る
。

　
常
務
委
員
會
委
員
長
が
健
康
歌
態
に
よ
り
長
期
間
職
務
を
執
行
す
る
こ
と
が

　
で
き
な
い
か
ま
た
は
歓
位
の
と
き
は
、
常
務
委
員
會
が
副
委
員
長
の
中
か
ら

　
一
人
を
推
選
し
、
委
員
長
が
健
康
を
恢
復
し
ま
た
は
全
國
人
民
代
表
大
會
が

新
な
委
員
長
を
選
出
す
る
ま
で
委
員
長
の
職
務
を
代
理
さ
せ
る
。

第
＋
八
條
　
常
務
委
員
會
委
員
長
は
、
常
務
委
員
會
會
議
及
び
常
務
委
員
會
の

　
職
務
の
執
行
を
主
宰
す
る
。

第
＋
九
條
　
常
務
委
員
會
は
総
務
聴
を
設
け
、
秘
書
長
の
指
導
の
も
と
に
職
務

　
を
執
行
さ
せ
る
。

　
常
務
委
員
會
は
副
秘
書
長
若
干
人
を
設
け
、
委
員
長
が
常
務
委
員
會
に
任
命

　
を
申
講
す
る
。

第
二
＋
條
　
常
務
委
員
會
會
議
は
委
員
長
が
召
葉
し
、
毎
月
二
同
と
し
、
必
要

　
な
と
き
に
は
増
加
ま
た
は
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
＋
剛
條
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
、
副
主
席
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
堂
思
法
及
び
四
組
織
法

　
委
員
會
委
員
長
、
副
委
員
長
及
び
委
員
、
民
族
委
員
會
及
び
法
案
委
員
會
、

　
國
務
院
は
、
す
べ
て
常
務
委
員
會
に
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
國
務
院
副
総
理
、
各
部
部
長
、
各
委
員
會
主
任
、
秘
書
長
を
個
別
的
に
決
定

　
す
る
任
冤
案
及
び
駐
外
全
灌
代
表
を
決
定
す
る
任
冤
案
は
、
國
務
院
総
理
が

　
営
務
委
員
會
に
提
出
す
る
。

　
最
高
人
民
法
院
副
院
長
、
廷
長
、
副
廷
長
、
裁
到
員
及
び
裁
到
委
員
會
委
員

　
の
任
菟
案
、
最
高
入
民
槍
察
院
副
橡
察
長
、
槍
察
員
及
ぴ
槍
察
委
員
會
委
員

　
の
任
冤
案
は
、
嘗
務
委
員
會
委
員
長
が
常
務
委
員
會
に
提
出
す
る
。

第
二
＋
二
條
　
常
務
委
員
會
に
提
出
す
る
議
案
は
、
委
員
長
が
常
務
委
員
會
會

議
に
討
諭
を
申
請
し
、
あ
る
い
は
關
係
あ
る
委
員
會
の
輩
濁
審
査
ま
た
は
蓮

　
合
審
査
に
交
付
し
た
後
に
常
務
委
員
會
會
議
に
討
論
を
申
請
す
る
。

第
二
＋
三
條
　
常
務
委
員
會
の
決
議
は
常
務
委
員
會
が
全
委
員
の
過
牟
敷
を
も

　
っ
て
探
鐸
す
る
。

第
二
＋
四
條
　
常
務
委
員
會
は
、
全
國
入
民
代
表
大
會
が
毎
亥
會
議
を
行
う
と

　
き
に
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
職
務
執
行
に
か
ん
す
る
報
告
を
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
　
全
國
人
民
代
表
大
會
各
委
員
會

第
二
＋
五
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
は
、
民
族
委
員
會
、
法
案
委
員
會
、
豫
算

　
委
員
會
、
代
表
資
格
審
査
委
員
會
及
び
そ
の
他
の
設
置
を
必
要
と
す
る
委
員

　
會
を
設
け
る
。
各
委
員
會
は
全
國
人
民
代
表
大
會
の
職
務
の
執
行
を
援
助
す

　
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
の
閉
會
期
聞
中
は
、
民
族
委
員
會
及
び
法
案
委
員

　
會
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
の
職
務
の
執
行
を
援
助
す
る
。

　
各
委
員
會
は
す
べ
て
主
任
委
員
一
人
、
副
主
任
委
員
若
干
人
及
び
委
員
若
干

五
九

（
二
三
G



中
蘂
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
主
任
委
員
及
び
委
員
の
人
選
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
主
席
團
が
代
表

　
の
中
か
ら
推
薦
し
、
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
か
通
過
す
る
。
副
主
任
委
員

　
は
委
員
か
互
選
す
る
。

　
主
任
委
員
は
委
員
會
會
議
及
び
委
員
會
の
職
務
の
執
行
を
主
宰
す
る
。

第
二
＋
六
條
　
民
族
委
員
會
の
職
務
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
O
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
交
付
し

　
　
た
昆
族
事
務
に
關
す
る
議
案
、
及
び
そ
の
他
の
議
案
で
昆
族
事
務
に
關
係

　
　
あ
る
部
分
を
審
査
す
る
こ
と
。

　
⇔
自
治
優
、
自
治
州
、
自
治
縣
が
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
認
可

　
　
を
上
申
し
た
自
治
條
例
及
び
軍
行
條
例
を
審
査
す
る
こ
と
。

　
⇔
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
民
族
事

　
　
務
に
關
す
る
議
案
及
び
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
㊨
民
族
事
務
に
關
す
る
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
。

第
二
＋
七
條
　
法
案
委
員
會
の
職
務
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
e
全
國
入
民
代
表
大
會
の
交
付
し
た
法
律
案
、
及
び
そ
の
他
の
法
律
問
題
に

　
　
關
す
る
議
案
を
審
査
し
、
全
國
人
民
代
表
大
曾
常
務
委
員
會
の
交
付
し
た

　
　
法
令
案
及
び
そ
の
他
の
法
律
、
法
令
問
題
に
關
す
る
議
案
を
審
査
す
る
こ

　
　
と
。

　
⇔
全
國
人
民
代
表
大
會
あ
る
い
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
警
委
員
會
の
決
定

　
　
に
も
と
づ
き
法
律
及
び
法
令
の
茸
案
を
作
成
す
る
こ
と
。

　
㊧
全
國
入
民
代
表
大
會
あ
る
い
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
法

　
　
律
、
法
令
問
題
に
關
す
る
議
案
及
び
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

第
二
十
八
條
　
豫
算
委
員
會
は
全
國
人
民
代
表
大
會
の
交
付
し
た
豫
算
、
決
算

六
〇

（
二
三
二
）

　
案
及
び
そ
の
他
の
豫
算
と
關
係
あ
る
議
案
を
審
査
す
る
。

第
二
＋
九
條
　
代
表
資
格
審
査
委
員
會
は
、
毎
期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
家

　
會
議
撃
行
の
と
き
に
、
代
表
當
選
謹
書
及
び
そ
の
他
の
關
係
材
料
に
も
と
づ

　
い
て
全
國
入
民
代
表
大
會
代
表
の
資
格
を
審
査
す
る
。

　
代
表
資
格
審
査
委
員
會
は
補
選
さ
れ
た
代
表
の
資
格
に
封
し
て
も
同
檬
の
審

査
を
行
う
。

第
三
＋
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
及
び
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
は
、

　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
第
三
十
五
條
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
問
題
に
封
す
る

　
調
査
委
員
會
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
調
査
委
員
會
の
組
織
と
活
動
は

　
全
國
人
民
代
表
大
會
あ
る
い
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
そ
の
つ

　
ど
決
定
す
る
。

第
四
章
　
全
國
入
民
代
表
大
會
代
表

第
三
＋
剛
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
の
毎
期
代
表
の
任
期
は
、
そ
の
期
の
全
國

　
入
民
代
表
大
會
か
第
一
次
會
議
を
行
う
と
き
か
ら
開
始
さ
れ
、
次
期
全
國
人

　
民
代
表
大
會
か
第
一
次
會
議
を
行
う
と
き
に
終
了
す
る
。

第
三
＋
二
條
　
全
國
入
民
代
表
大
會
代
表
は
、
人
民
民
主
主
義
制
度
に
忠
誠
を

　
つ
く
し
、
憲
法
及
び
法
律
を
蓮
守
し
、
人
民
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
努
力
し
、

　
且
つ
自
已
の
参
加
す
る
生
産
、
工
作
及
び
肚
會
活
動
の
な
か
に
あ
つ
て
主
動

　
的
に
憲
法
、
法
律
及
び
國
家
政
策
の
實
施
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
＋
三
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
そ
の
選
撃
輩
位
の
人
民
代
表
大

　
會
會
議
に
列
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
＋
四
條
　
全
國
入
民
代
表
大
會
代
表
が
國
務
院
ま
た
は
國
務
院
各
部
、
各

委
員
會
に
提
出
し
た
質
問
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
主
席
團
ま
た
は
全



　
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
を
経
て
質
問
を
う
け
た
機
關
に
交
付
さ
れ

　
る
。
質
問
を
う
け
た
機
關
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
民
代
表

　
大
會
常
務
委
員
會
に
責
任
を
も
つ
て
同
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
＋
五
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
が
全
國
人
民
代
表
大
會
會
議
に
出
席

　
し
且
っ
代
表
に
麗
す
る
そ
の
他
の
職
務
を
執
行
す
る
と
き
に
は
、
國
家
は
必

　
要
に
も
と
づ
い
て
適
嘗
な
手
當
及
び
物
質
上
の
便
利
を
給
與
す
る
。

第
三
＋
六
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
の
許
可
を

　
脛
な
け
れ
ば
、
ま
た
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は
全
國
人
民
代
表
大

　
會
常
務
委
員
會
の
許
可
を
経
な
け
れ
ば
、
逮
捕
ま
た
は
裁
判
さ
れ
な
い
。
代

　
表
が
現
行
犯
の
た
め
拘
留
さ
れ
た
と
き
は
、
拘
留
を
執
行
し
た
機
關
は
た
だ

　
ち
に
全
國
人
民
代
表
大
會
ま
た
は
全
國
人
昆
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
許
可

　
を
上
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
＋
七
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
は
そ
の
選
學
軍
位
の
監
督
を
う
け

　
る
。
各
選
撃
箪
位
は
そ
の
箪
位
の
選
出
し
た
代
表
を
随
時
更
迭
す
る
の
灌
を

　
有
す
る
。
代
表
の
更
迭
は
、
そ
の
選
學
箪
位
が
全
代
表
の
過
牛
籔
を
も
つ
て

　
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
＋
八
條
　
全
國
人
民
代
表
大
會
代
表
が
事
故
に
よ
り
代
表
の
職
務
を
捲
任

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
選
學
軍
位
が
補
選
す
る
。
補
選
さ
れ

　
た
代
表
の
任
期
は
、
そ
の
期
の
全
國
入
民
代
表
大
會
代
表
の
任
期
満
了
の
と

　
き
に
終
了
す
る
。

C
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
令

中
華
人
民
共
和
國
國
務
院
組
織
法
は
、
す
で
に
中
華
人
民
共
和
國
第
一
期
全

中
華
人
民
共
和
國
堂
思
法
及
び
四
組
織
法

國
入
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
か
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
に
通
過
し
た
。

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
　
　
毛
　
　
澤
　
　
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
四
年
九
月
二
十
八
日

中
華
人
民
共
和
國
國
務
院
組
織
法

　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大

　
　
　
　
會
第
一
次
會
議
通
過
）

第
剛
條
　
中
華
人
昆
共
和
國
國
務
院
組
織
法
は
、
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
第
四

　
十
八
條
第
二
項
に
も
と
づ
い
て
制
定
す
る
。

第
二
條
　
國
務
院
は
次
の
各
部
及
び
各
委
員
會
を
設
け
る
。

　
内
務
部
外
交
部
　
國
防
部
公
安
部
　
司
法
部
　
監
察
部
　
國
家
計
劃
委

　
員
會
　
國
家
建
設
委
員
會
　
財
政
部
　
糧
食
部
　
商
業
部
　
封
外
貿
易
部

　
重
工
業
部
　
第
一
機
械
工
業
部
　
第
二
機
械
工
業
部
　
燃
料
工
業
部
　
地
質

　
部
建
築
工
程
部
紡
織
工
業
部
輕
工
業
部
地
方
工
業
部
鐵
道
部

　
交
通
部
　
郵
電
部
　
農
業
部
　
林
業
部
　
水
利
部
　
螢
働
部
　
文
化
部
　
高

　
等
教
育
部
　
教
育
部
　
衛
生
部
　
騰
育
蓮
動
委
員
會
　
民
族
事
務
委
員
會

　
華
僑
事
務
委
員
會

　
國
務
院
各
部
及
び
各
委
員
會
の
塘
加
、
減
少
ま
た
は
合
併
は
、
糖
理
が
提
出

　
し
全
國
人
民
代
表
大
會
が
決
定
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は

　
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
決
定
す
る
。

第
三
條
　
各
部
は
部
長
一
人
及
ぴ
副
部
長
若
干
人
を
設
け
、
且
つ
必
要
に
懸
じ

　
て
部
長
補
佐
若
干
人
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
各
委
員
會
は
主
任
一
人
、
副
主
任
及
び
委
員
各
若
干
人
を
設
け
る
。

さ

（
二
三
三
）



　
　
　
　
中
蘂
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
四
條
　
國
務
院
會
議
は
國
務
院
全
艦
會
議
及
び
國
務
院
常
務
會
議
に
分
れ

　
る
。

　
國
務
院
全
艦
會
議
は
、
総
理
、
副
絡
理
、
各
部
部
長
、
各
委
員
會
主
任
、
秘

　
書
長
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
、
毎
月
一
同
行
い
、
必
要
な
と
き
に
は
総
理
が
臨

　
時
に
召
集
す
る
。

　
國
務
院
常
務
會
議
は
総
理
、
副
総
理
、
秘
書
長
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
軍
條
　
國
務
院
の
褒
布
す
る
決
議
及
び
命
令
は
、
國
務
院
全
薩
會
議
ま
た
は

　
國
務
院
常
務
會
議
を
通
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
條
　
國
務
院
は
、
必
要
に
よ
つ
て
若
干
の
直
馬
機
構
を
設
け
、
各
項
の
專

　
門
業
務
を
主
管
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
機
構
の
設
立
、
合
併
ま

　
た
は
慶
止
は
、
総
理
が
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
認
可
を
申
講
す

　
る
。

第
七
條
　
國
務
院
は
必
要
に
よ
つ
て
若
干
の
総
務
機
構
を
設
け
、
総
理
を
援
助

　
し
て
そ
れ
ぞ
れ
國
務
院
駈
屡
の
各
部
門
の
職
務
の
執
行
を
掌
管
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
八
條
　
國
務
院
は
秘
書
聴
を
設
け
秘
書
長
が
指
導
す
る
p

　
國
務
院
は
副
秘
書
長
若
干
入
を
設
け
、
秘
書
長
の
職
務
の
執
行
を
援
助
さ
せ

　
る
。

第
九
條
　
國
務
院
は
次
の
行
政
人
員
を
任
冤
す
る
。

　
e
國
務
院
副
秘
書
長
、
各
部
副
部
長
及
び
部
長
補
佐
、
各
委
員
會
副
主
任
及

　
　
び
委
員
、
各
部
門
の
司
長
、
副
司
長
、
局
長
、
副
局
長

　
⇔
各
省
、
各
直
轄
市
人
民
委
員
會
の
聴
長
、
副
聴
長
、
局
長
、
副
局
長

　
㊧
各
專
員
公
署
の
專
員

　
㈲
各
宙
治
匠
の
上
記
第
二
第
三
爾
號
の
職
位
に
相
當
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

瞬
駐
外
大
公
使
館
の
書
記
官
及
び
駐
外
総
領
事

爾
高
等
の
學
校
の
校
長
、
副
校
長
、
院
長
、
副
院
長

㊨
そ
の
他
の
上
記
各
號
の
職
位
に
相
當
す
る
も
の

（
二
三
四
）

D　
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
令

　
中
華
入
民
共
和
國
人
民
法
院
組
織
法
は
、
す
で
に
中
華
入
民
共
和
國
第
一
期

全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
次
會
議
が
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
に
通
過
し

た
。
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
毛
澤
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
四
年
九
月
二
十
八
目

　
　
中
華
人
民
土
ハ
和
國
人
民
法
院
組
織
法

　
　
　
　
（
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大

　
　
　
　
會
第
一
次
會
議
蓮
過
）

　
　
第
一
章
　
総
　
則

第
馴
條
　
中
華
人
民
共
和
國
の
裁
到
権
は
次
の
人
民
法
院
か
行
使
す
る
。

　
e
地
方
各
級
入
民
法
院

㊧
專
門
入
民
法
院

　目

最
高
人
民
法
院

　
地
方
各
級
人
民
法
院
は
基
暦
人
民
法
院
、
中
級
人
民
法
院
、
高
級
人
民
法
院

　
に
分
れ
る
。

第
二
條
高
級
人
民
法
院
及
び
專
門
人
民
法
院
の
設
置
は
、
司
法
部
が
國
務
院



　
に
認
可
を
上
申
す
る
。
中
級
人
民
法
院
及
ぴ
基
贋
人
民
法
院
の
設
置
は
、

省
、
自
治
麗
、
直
轄
市
の
司
法
行
政
機
關
が
省
、
直
轄
市
の
人
民
委
員
會
ま

　
た
は
目
治
匪
の
自
治
機
關
に
認
可
を
上
申
す
る
。

第
三
條
　
人
民
法
院
の
任
務
は
、
刑
事
事
件
及
び
民
事
事
件
を
裁
到
し
、
且
つ

　
裁
到
活
動
を
通
し
て
す
べ
て
の
犯
罪
分
子
を
懲
罰
し
、
民
事
紛
畢
を
解
決
し
、

　
も
つ
て
人
民
民
主
主
義
制
度
を
保
衛
し
、
公
共
の
秩
序
を
維
護
し
、
公
共
の

　
財
蓬
を
保
護
し
、
公
民
の
権
利
と
合
法
利
釜
を
保
護
し
、
國
家
の
肚
會
主
義

　
建
設
と
泄
會
主
義
改
造
事
業
の
順
調
な
護
展
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
人
民
法
院
は
、
そ
の
全
活
動
に
よ
つ
て
、
租
國
に
忠
誠
を
つ
く
し
自
覧
的
に

　
法
律
を
蓮
守
す
る
よ
う
に
公
民
に
教
育
す
る
。

第
四
條
　
入
民
法
院
は
猫
立
し
て
裁
到
を
行
い
、
法
律
に
だ
け
服
從
す
る
。

第
五
條
　
人
民
法
院
の
事
件
の
裁
到
は
、
す
べ
て
の
公
民
に
封
し
て
、
民
族
、

　
種
族
、
性
別
、
職
業
、
泣
會
的
出
身
、
宗
教
信
仰
、
教
育
程
度
、
財
産
歌
況
、

　
居
住
期
間
の
匿
別
な
く
、
法
律
の
適
用
に
お
い
て
は
一
律
李
等
で
あ
る
。

第
六
條
各
民
族
の
公
民
は
、
す
べ
て
そ
の
民
族
の
言
語
文
字
を
用
い
て
訴
訟

　
を
行
う
灌
利
を
有
す
る
。
人
民
法
院
は
、
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
言
語
文

　
字
を
理
解
し
な
い
當
事
者
に
封
し
て
は
、
か
れ
ら
の
た
め
に
翻
謬
を
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
敷
民
族
が
集
居
し
て
い
る
か
ま
た
は
い
く
つ
か
の
民
族

　
が
薙
居
し
て
い
る
地
匠
で
は
、
人
民
法
院
は
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
言
語

　
を
用
い
て
審
理
訊
問
を
行
い
、
そ
の
地
で
通
用
し
て
い
る
文
字
を
用
い
て
到

　
決
書
、
告
示
及
び
そ
の
他
の
文
書
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
條
　
人
民
法
院
の
事
件
の
審
理
は
、
法
律
に
規
定
す
る
特
別
な
場
合
を
除

　
き
、
す
べ
て
公
開
し
て
行
う
。
被
告
人
は
辮
護
を
う
け
る
灌
利
を
有
す
る
。

　
被
告
人
は
、
自
ら
辮
護
樫
を
行
使
す
る
ほ
か
、
辮
護
人
に
か
れ
の
た
め
に
辮

　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
護
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
民
團
薩
が
紹
介
し
ま
た
は
人

　
民
法
院
の
許
可
を
経
た
公
民
は
、
被
告
人
の
た
め
に
辮
護
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
被
告
人
の
親
屡
、
後
見
人
も
被
告
人
の
た
め
に
辮
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
民
法
院
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
辮
護
人
を
指
定
し
て
被
告
人
の
た

　
め
に
辮
護
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
條
　
人
民
法
院
は
、
第
一
審
事
件
の
裁
到
に
は
、
人
民
陪
審
員
制
度
を
實

　
行
す
る
。
た
だ
し
簡
箪
な
民
事
事
件
、
輕
微
な
刑
事
事
件
及
び
法
律
に
別
に

　
規
定
の
あ
る
事
件
は
除
外
す
る
。

第
九
條
　
人
民
法
院
は
、
事
件
の
裁
到
に
は
合
議
制
を
實
行
す
る
。

　
人
民
法
院
の
第
一
審
事
件
の
裁
判
は
、
裁
到
員
及
び
人
民
陪
審
員
が
合
議
法

　
廷
を
組
織
し
て
行
う
。
た
だ
し
簡
軍
な
民
事
事
件
、
輕
微
な
刑
事
事
件
及
び

　
法
律
に
別
に
規
定
の
あ
る
事
件
は
除
外
す
る
。

　
人
民
法
院
の
上
訴
及
び
抗
訴
の
事
件
の
裁
到
は
、
裁
到
員
が
合
議
法
廷
を
組

　
織
し
て
行
う
。

　
合
議
法
廷
は
院
長
ま
た
は
廷
長
が
裁
到
員
一
人
を
指
定
し
て
裁
到
長
を
推
任

　
さ
せ
る
。
院
長
ま
た
は
廷
長
が
事
件
の
裁
到
に
参
加
す
る
と
き
は
、
自
ら
裁

　
到
長
を
控
任
す
る
。

第
＋
條
　
各
級
人
民
法
院
は
裁
到
委
員
會
を
設
け
る
。
裁
到
委
員
會
の
任
務

　
は
、
裁
勃
の
経
験
を
総
括
し
、
重
大
な
ま
た
は
疑
義
の
あ
る
事
件
及
び
そ
の

　
他
の
裁
判
活
動
に
關
係
あ
る
問
題
を
討
論
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
地
方
各
級
人
民
法
院
裁
到
委
員
會
委
員
は
、
院
長
が
そ
の
級
の
人
民
委
員
會

　
に
任
冤
を
申
請
す
る
。
最
高
入
民
法
院
裁
到
委
員
會
委
員
は
、
最
高
入
民
法

　
院
院
長
が
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
任
冤
を
申
講
す
る
。

　
各
級
人
民
法
院
裁
判
委
員
會
會
議
は
、
院
長
が
主
宰
し
、
そ
の
級
の
人
民
槍

六
三

（
二
三
五
）



　
　
　
　
中
蘂
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

察
院
槍
察
長
は
列
席
す
る
の
権
を
有
す
る
。

第
＋
剛
條
　
人
民
法
院
は
、
事
件
の
裁
判
に
は
二
審
終
審
制
を
賓
行
す
る
。

　
地
方
各
級
人
民
法
院
の
第
一
審
事
件
の
鋼
決
及
び
裁
定
に
つ
い
て
、
當
事
者

　
は
法
律
に
規
定
す
る
手
績
に
し
た
が
つ
て
一
級
上
の
人
民
法
院
に
上
訴
す
る

　
こ
と
が
で
き
、
人
民
槍
察
院
も
法
律
に
規
定
す
る
手
績
に
し
た
が
つ
て
一
級

　
上
の
人
民
法
院
に
抗
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
地
方
各
級
人
民
法
院
の
第
一
審
事
件
の
到
決
及
び
裁
定
は
、
上
訴
期
間
中
に

　
當
事
者
が
上
訴
せ
ず
人
民
槍
察
院
も
抗
訴
し
な
い
と
き
は
、
法
律
的
敷
力
を

　
稜
生
す
る
到
決
及
び
裁
定
と
な
る
。

　
中
級
人
民
法
院
、
高
級
人
民
法
院
及
び
最
高
入
民
法
院
の
裁
判
し
た
第
二
審

　
事
件
の
鋼
決
及
び
裁
定
と
最
高
人
民
法
院
の
裁
到
し
た
第
一
審
事
件
の
判
決

　
及
び
裁
定
と
は
、
す
べ
て
終
審
の
到
決
及
び
裁
定
で
あ
り
、
ま
た
法
律
的
敷

　
力
を
蟄
生
す
る
到
決
及
び
裁
定
で
あ
る
。

　
中
級
人
民
法
院
及
び
高
級
人
民
法
院
の
死
刑
の
終
審
到
決
及
び
裁
定
は
、
當

　
事
者
が
不
服
の
と
き
は
一
級
上
の
人
民
法
院
に
再
審
査
を
申
講
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
基
暦
人
民
法
院
の
死
刑
の
判
決
及
び
中
級
人
民
法
院
の
死
刑
の
到

　
決
及
び
裁
定
は
、
當
亭
者
が
上
訴
を
お
こ
な
わ
ず
再
審
査
を
申
講
し
な
い
と

　
き
は
、
高
級
人
民
法
院
に
審
査
許
可
を
上
申
し
た
後
に
執
行
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

第
＋
二
條
各
級
人
民
法
院
院
長
は
、
そ
の
院
の
す
で
に
法
律
的
敷
力
を
稜
生

　
し
た
到
決
及
び
裁
定
に
封
し
て
、
事
實
の
認
定
上
ま
た
は
法
律
の
適
用
上
確

　
實
に
誤
り
あ
る
こ
と
を
襲
見
し
た
と
ぎ
は
、
裁
判
委
員
會
に
提
出
し
て
庭
理

　
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
高
人
民
法
院
は
各
級
人
民
法
院
の
す
で
に
法
律
的
敷
力
を
襲
生
し
た
判
決

六
四
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及
び
裁
定
に
封
し
て
、
ま
た
上
級
人
民
法
院
は
下
級
人
民
法
院
の
す
で
に
法

律
的
敷
力
を
襲
生
し
た
判
決
及
び
裁
定
に
封
し
て
、
確
實
に
誤
り
あ
る
こ
と

　
を
護
見
し
た
と
き
は
、
裁
到
を
行
い
あ
る
い
は
下
級
人
民
法
院
に
再
審
を
指

令
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

最
高
人
民
槍
察
院
は
、
各
級
人
民
法
院
の
す
で
に
法
律
的
敷
力
を
獲
生
し
た

　到決及び

裁
定
に
封
し
て
、
ま
た
上
級
人
民
槍
察
院
は
下
級
人
民
法
院
の
す

　
で
に
法
律
的
敷
力
を
襲
生
し
た
判
決
及
び
裁
定
に
封
し
て
、
確
實
に
誤
り
あ

　
る
こ
と
を
稜
見
し
た
と
き
は
、
裁
到
監
督
手
績
に
し
た
が
つ
て
抗
訴
を
提
出

　
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
＋
三
條
　
嘗
事
者
は
、
裁
到
人
員
が
そ
の
事
件
に
つ
い
て
利
害
關
係
ま
た
は

　
そ
の
他
の
關
係
が
あ
り
公
李
に
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
た
と
ぎ

　
は
、
裁
勃
人
員
の
忌
避
を
講
求
す
る
の
権
を
有
す
る
。
裁
到
人
員
が
忌
避
さ

　
れ
る
べ
き
か
否
か
は
そ
の
院
の
院
長
が
裁
定
す
る
。

第
＋
四
條
　
最
高
人
民
法
院
は
全
國
人
民
代
表
大
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
且

　
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は
、
全
國

　
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
且
つ
職
務
の
執
行
を
報

　
告
す
る
。
地
方
各
級
人
民
法
院
は
、
そ
の
級
の
入
民
代
表
大
會
に
封
し
て
責

　
任
を
負
い
且
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。

　
下
級
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
は
上
級
人
民
法
院
の
監
督
を
う
け
る
。

　
各
級
人
民
法
院
の
司
法
行
政
活
動
は
司
法
行
政
機
關
が
管
理
す
る
。

第
二
章
　
人
民
法
院
の
組
織
と
職
椹

　
　
　
　
第
一
節
　
基
層
人
民
法
院

第
＋
五
條
　
基
層
人
民
法
院
は
次
の
も
の
を
包
括
す
る
。



　
0
縣
人
民
法
院
及
び
市
人
民
法
院

　
⇔
自
治
縣
人
民
法
院

◎
市
轄
匪
人
民
法
院

第
＋
六
條
　
基
暦
人
民
法
院
は
、
院
長
一
人
、
副
院
長
一
人
ま
た
は
二
人
及
び

　
裁
判
員
若
干
入
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
基
贋
人
民
法
院
は
刑
事
裁
判
法
廷
と
民
事
裁
判
法
廷
と
を
設
け
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
法
廷
に
は
廷
長
を
設
け
、
必
要
な
と
き
に
は
副
廷
長
を
設
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
＋
七
條
　
基
暦
人
民
法
院
は
、
地
麗
、
人
口
及
び
事
件
の
情
況
に
も
と
づ
き

　
若
干
の
人
民
法
廷
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
民
法
廷
は
基
暦
人
民
法
院

　
の
構
成
部
分
で
あ
り
、
そ
の
判
決
及
び
裁
定
は
基
層
人
民
法
院
の
剣
決
及
び

　
裁
定
で
あ
る
。

第
＋
八
條
基
暦
人
民
法
院
は
、
刑
事
及
び
民
事
の
第
一
審
事
件
を
裁
到
す

　
る
。
た
だ
し
法
律
、
法
令
に
別
に
規
定
あ
る
事
件
は
除
外
す
る
。

　
基
暦
人
民
法
院
は
、
そ
れ
が
受
理
し
た
刑
事
及
び
民
事
事
件
に
封
し
て
、
事

　
件
の
内
容
が
重
大
で
上
級
人
民
法
院
が
裁
到
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

　
は
、
上
級
人
民
法
院
に
裁
到
を
移
管
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
條
　
基
層
人
民
法
院
は
、
事
件
の
裁
到
以
外
に
な
お
次
の
事
項
を
庭
理

　
す
る
。

　
e
開
廷
し
て
裁
判
す
る
必
要
の
な
い
民
事
紛
争
及
び
輕
微
な
刑
事
事
件
の
庭

　
　
理

　
㊤
人
民
調
停
委
員
會
の
活
動
の
指
導

　
㊧
上
級
司
法
行
政
機
關
の
授
興
し
た
職
権
の
範
園
内
に
お
け
る
司
法
行
政
活

　
　
動
の
管
理

中
華
人
民
典
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
　
　
　
第
二
節
中
級
人
民
法
院

第
二
＋
條
中
級
人
民
法
院
は
次
の
も
の
を
包
括
す
る
。

　
e
省
、
自
治
匠
内
に
地
匠
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
中
級
人
民
法
院

　
㊧
直
轄
市
内
に
設
け
ら
れ
た
中
級
人
民
法
院

　
目
比
較
的
大
き
な
市
の
中
級
人
民
法
院

　
㈲
自
治
州
の
中
級
人
民
法
院

第
二
＋
馴
條
　
中
級
人
民
法
院
は
、
院
長
一
人
、
副
院
長
一
人
ま
た
は
二
人
、

　
廷
長
若
干
人
、
副
廷
長
若
干
人
及
び
裁
到
員
若
干
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ

　
る
。

　
中
級
人
民
法
院
は
、
刑
事
裁
到
法
廷
及
び
民
事
裁
判
法
廷
を
設
け
、
必
要
な

　
と
き
に
は
そ
の
他
の
裁
判
法
廷
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
＋
二
條
　
中
級
人
民
法
院
は
次
の
事
件
を
裁
判
す
る
。

　
e
法
律
、
法
令
に
そ
れ
が
管
轄
す
る
と
規
定
し
た
第
一
審
事
件

　
㊧
基
暦
人
民
法
院
か
裁
到
を
移
管
し
て
き
た
第
一
審
事
件

　
㊧
基
層
人
民
法
院
の
到
決
及
び
裁
定
に
封
す
る
上
訴
事
件
及
び
抗
訴
事
件

　
㈲
人
民
強
察
院
が
裁
劃
監
督
手
績
に
し
た
が
つ
て
提
出
し
た
抗
訴
事
件

　
中
級
人
民
法
院
は
、
そ
れ
が
受
理
し
た
刑
事
及
び
民
事
事
件
に
封
し
て
、
事

　
件
の
内
容
が
重
大
で
上
級
人
民
法
院
が
裁
到
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

　
は
、
上
級
人
民
法
院
に
裁
判
を
移
管
す
る
よ
う
講
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
三
節
高
級
人
民
法
院

第
二
＋
三
條
　
高
級
人
民
法
院
は
次
の
も
の
を
包
括
す
る
。

　
e
省
高
級
人
民
法
院

　
⇔
自
治
匠
高
級
人
民
法
院

　
⇔
直
轄
市
高
級
人
民
法
院

六
五

（
二
三
七
）



　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
二
＋
四
條
　
高
級
人
民
法
院
は
、
院
長
一
人
、
副
院
長
若
干
人
、
廷
長
若

　
干
人
、
副
廷
長
若
干
人
及
び
裁
到
員
若
干
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
高
級
人
民
法
院
は
刑
事
裁
劃
法
廷
及
び
民
事
裁
到
法
廷
を
設
け
、
必
要
な
と

　
き
に
は
そ
の
他
の
裁
判
法
廷
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
＋
五
條
高
級
人
民
法
院
は
次
の
事
件
を
裁
到
す
る
。

　
e
法
律
、
法
令
に
そ
れ
が
管
轄
す
る
と
規
定
し
た
第
一
審
事
件

　
⇔
下
級
人
民
法
院
が
裁
到
を
移
管
し
て
き
た
第
一
審
事
件

　
㊧
下
級
人
民
法
院
の
到
決
及
び
裁
定
に
封
す
る
上
訴
事
件
及
び
抗
訴
事
件

　
㈲
人
民
槍
察
院
が
裁
到
監
督
手
綾
に
し
た
が
つ
て
提
出
し
た
抗
訴
事
件

　
　
　
　
第
四
節
　
専
門
人
民
法
院

第
二
＋
六
條
　
專
門
人
民
法
院
は
次
の
も
の
を
包
括
す
る
。

　
e
軍
事
法
院

　
⇔
鐵
路
蓮
輸
法
院

　
目
水
上
蓮
輸
法
院

第
二
＋
七
條
　
專
門
人
民
法
院
の
組
織
は
、
全
國
入
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會

　
が
別
に
規
定
す
る
。

　
　
　
　
第
五
節
　
最
高
人
民
法
院

第
二
＋
八
條
最
高
人
民
法
院
は
最
高
裁
判
機
關
で
あ
る
。

　
最
高
人
民
法
院
は
地
方
各
級
入
民
法
院
及
び
專
門
人
民
法
院
の
裁
到
活
動
を

　
監
督
す
る
。

第
二
＋
九
條
　
最
高
人
民
法
院
は
、
院
長
一
人
、
副
院
長
若
干
人
、
廷
長
若
干

人
、
副
廷
長
若
干
人
及
び
裁
剣
員
若
干
人
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
。

最
高
人
民
法
院
は
、
刑
事
裁
到
法
廷
、
民
事
裁
剣
法
廷
及
び
そ
の
他
の
設
置

　
を
必
要
と
す
る
裁
劃
法
廷
を
設
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
二
三
八
）

第
三
＋
條
最
高
人
民
法
院
は
つ
ぎ
の
事
件
を
裁
判
す
る
。

　
e
法
律
、
法
令
に
そ
れ
が
管
轄
す
る
と
規
定
し
た
第
一
審
事
件
及
び
そ
れ
が

　
　
自
ら
裁
到
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
た
第
一
審
事
件

　
⇔
喬
級
人
民
法
院
、
專
門
人
民
法
院
の
到
決
及
び
裁
定
に
封
す
る
上
訴
事
件

　
　
及
び
抗
訴
事
件

　
㊧
最
高
人
民
瞼
察
院
が
裁
到
監
督
手
績
に
し
た
が
つ
て
提
出
し
た
抗
訴
事
件

　
　
第
三
章
　
入
民
法
院
の
裁
到
人
員
及
び
そ
の
他
の
人
員

　
　
　
　
第
幽
節
院
長
、
廷
長
、
裁
判
員

第
三
＋
｝
條
　
選
撃
樫
及
び
被
選
學
灌
を
有
す
る
年
齢
備
二
十
三
歳
以
上
の
公

　
民
は
、
選
撃
さ
れ
て
人
民
法
院
長
と
な
り
、
ま
た
は
任
命
さ
れ
て
副
院
長
、

　
廷
長
、
副
廷
長
、
裁
到
員
及
び
裁
到
員
補
佐
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

　
し
政
治
的
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
は
除
外
す
る
。

第
三
＋
二
條
　
地
方
各
級
人
民
法
院
院
長
は
地
方
各
級
人
民
代
表
大
會
が
選
暴

　
し
、
副
院
長
、
廷
長
、
副
廷
長
及
び
裁
到
員
は
地
方
各
級
人
民
委
員
會
が
任

冤
す
る
。

省
内
で
地
匠
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
中
級
人
民
法
院
院
長
及
ぴ
直
轄
市
内
に
設

　
け
ら
れ
た
中
級
人
民
法
院
院
長
は
、
省
、
直
轄
市
人
民
代
表
大
會
が
選
學
し
、

副
院
長
、
廷
長
、
副
廷
長
及
び
裁
到
員
は
省
、
直
轄
市
人
民
委
員
會
が
任
冤

す
る
。

民
族
自
治
地
方
に
設
け
ら
れ
た
地
方
各
級
人
民
法
院
の
院
長
、
副
院
長
、
廷

長
、
副
廷
長
及
び
裁
判
員
は
、
各
級
自
治
機
關
が
選
撃
し
ま
た
は
任
冤
す
る
。

最
高
人
民
法
院
院
長
は
全
國
人
民
代
表
大
會
が
選
學
し
、
副
院
長
、
廷
長
、

副
廷
長
及
び
裁
鋼
員
は
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
任
冤
す
る
。



第
三
＋
三
條
　
各
級
人
民
法
院
院
長
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　
各
級
人
民
代
表
大
會
は
、
そ
れ
が
選
出
し
た
人
民
法
院
院
長
を
罷
菟
す
る
の

　
権
を
有
す
る
。

第
三
＋
四
條
　
各
級
人
民
法
院
は
、
必
要
に
懸
じ
て
裁
到
員
補
佐
を
設
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

　
地
方
各
級
人
民
法
院
の
裁
到
員
補
佐
は
、
一
級
上
の
司
法
行
政
機
關
が
任
冤

　
す
る
。
最
高
人
民
法
院
の
裁
到
員
補
佐
は
、
司
法
部
が
任
冤
す
る
。

　
裁
到
員
補
佐
は
、
裁
判
官
が
職
務
を
執
行
す
る
の
を
援
助
す
る
。
裁
鋼
員
補

　
佐
は
、
そ
の
法
院
の
院
長
が
提
出
し
裁
鋼
委
員
會
の
通
過
を
輕
て
臨
時
に
裁

　
到
官
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
二
節
　
人
民
陪
審
員

第
三
＋
五
條
　
選
學
灌
及
び
被
選
學
権
を
有
す
る
年
齢
滞
二
十
三
歳
以
上
の
公

　
民
は
、
選
撃
さ
れ
て
人
民
陪
審
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
政
治
的

　
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
は
除
外
す
る
。

　
各
級
人
民
法
院
の
人
民
陪
審
員
の
定
敷
、
任
期
及
び
選
出
方
法
は
司
法
部
が

　
別
に
規
定
す
る
。

第
三
＋
六
條
　
人
民
陪
審
員
は
、
人
民
法
院
の
職
務
執
行
期
間
中
は
、
そ
れ
が

　
参
加
し
て
い
る
裁
到
法
廷
の
構
成
人
員
で
あ
り
、
裁
到
員
と
同
等
の
穫
利
を

　
有
す
る
。

第
三
＋
七
條
　
人
民
陪
審
員
は
、
人
民
法
院
の
通
知
し
た
時
間
に
し
た
が
つ
て

　
人
民
法
院
に
い
た
り
、
職
務
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
民
陪
審
員
の
職
務
執
行
期
間
中
は
、
そ
の
工
作
軍
位
は
賃
銀
を
正
規
に
麦

　
佛
う
。
賃
銀
牧
入
の
な
い
も
の
に
は
人
民
法
院
が
適
當
な
補
助
を
輿
え
る
。

　
　
　
　
第
三
節
そ
の
他
の
人
員

中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

第
三
＋
八
條
　
地
方
各
級
人
民
法
院
は
執
行
員
を
設
け
、
民
事
事
件
の
鋼
決
及

　
び
裁
定
の
執
行
事
項
を
庭
理
し
、
刑
事
事
件
の
鋼
決
及
び
裁
定
中
財
蓬
の
部

　
分
に
か
ん
す
る
執
行
事
項
を
庭
理
さ
せ
る
。

第
三
＋
九
條
各
級
人
民
法
院
は
書
記
員
を
設
け
、
裁
到
法
廷
の
記
録
工
作
を

　
澹
任
さ
せ
且
つ
そ
の
他
の
關
係
事
務
を
管
理
さ
せ
る
。

第
四
＋
條
　
各
級
人
民
法
院
の
人
員
の
編
制
及
び
事
務
機
構
は
司
法
部
が
別
に

　
規
定
す
る
。

E　
　
中
華
八
民
共
和
國
主
庸
令

　
中
華
人
民
土
ハ
和
國
人
民
槍
察
院
組
織
法
は
、
す
で
に
中
華
人
民
共
和
國
第
一

期
全
國
人
民
代
表
大
會
第
一
家
會
議
が
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
に
通
過
し

た
。
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
主
席
　
　
毛
　
　
澤
　
　
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
四
年
九
月
二
十
八
日

中
華
人
民
共
和
國
人
民
槍
察
院
組
織
法

（
一
九
五
四
年
九
月
二
十
一
日
第
一
期
全
國
人
民
代
表
大

會
第
一
数
會
議
通
過
）

第
一
章
　
総
　
則

第
周
條
　
中
華
人
民
共
和
國
は
、
最
高
人
民
槍
察
院
、
地
方
各
級
人
民
楡
察
院

　
及
び
專
門
人
民
槍
察
院
を
設
け
る
。

　
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
は
、
省
、
自
治
匠
、
直
轄
市
、
自
治
州
、
縣
、
市
、

六
七

（
二
三
九
）



　
　
　
　
中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

自
治
縣
人
民
槍
察
院
に
分
れ
る
。
省
、
自
治
囲
、
直
轄
市
人
民
楡
察
院
は
、

必
要
に
鷹
じ
て
分
院
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
直
轄
市
及
び
匠
を
設
け
て

　
い
る
市
の
人
民
槍
察
院
は
、
必
要
に
鷹
じ
て
市
轄
匠
人
民
瞼
察
院
を
設
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

專
門
入
民
槍
察
院
の
組
織
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
別
に
規

定
す
る
。

第
二
條
　
各
級
人
民
槍
察
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
槍
察
長
一
人
、
副
槍
察
長
若
干
人

　
及
び
槍
察
員
若
干
人
を
設
け
る
。

　
各
級
人
民
槍
察
院
槍
察
長
は
、
各
級
人
民
槍
察
院
の
職
務
の
執
行
を
指
導
す

　
る
。

　
各
級
人
民
槍
察
院
は
強
察
委
員
會
を
設
け
る
。
槍
察
委
員
會
は
、
楡
察
長
の

　
指
導
の
も
と
に
樵
察
活
動
に
關
係
あ
る
重
大
問
題
を
慶
理
す
る
。

第
三
條
　
最
高
人
民
橡
察
院
は
、
國
務
院
所
馬
の
各
部
門
、
地
方
各
級
國
家
機

　
關
、
國
家
機
關
動
務
員
及
び
公
民
が
法
律
を
蓮
守
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

　
て
橡
察
灌
を
行
使
す
る
。

第
四
條
　
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
は
、
本
法
第
二
章
に
規
定
す
る
手
績
に
し
た

　
が
つ
て
次
の
職
灌
を
行
使
す
る
。

　
e
地
方
國
家
機
關
の
決
議
、
命
令
及
び
措
置
が
合
法
で
あ
る
か
否
か
、
國
家

　
　
機
關
勤
務
員
及
び
公
民
が
法
律
を
蓮
守
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
督

　
　
を
行
う
こ
と

　
㊤
刑
事
事
件
に
封
し
て
捜
査
を
行
い
、
公
訴
を
提
起
し
、
公
訴
を
支
持
す
る

　
　
こ
と

　
目
調
査
機
關
の
捜
査
活
動
が
合
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
こ

　
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
八
　
　
　
　
　
（
二
四
〇
）

㈲
人
民
法
院
の
裁
判
活
動
が
合
法
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
こ

　
　
と

　
的
刑
事
事
件
の
到
決
の
執
行
及
び
螢
働
改
造
機
關
の
活
動
が
合
法
で
あ
る
か

　
　
否
か
に
つ
い
て
監
督
を
行
う
こ
と

㈹
國
家
及
び
人
民
の
利
釜
に
關
係
あ
る
重
要
な
民
事
事
件
に
封
し
て
訴
訟
を

　
　
提
起
し
ま
た
は
訴
訟
に
参
加
す
る
の
権
を
有
す
る

第
五
條
　
各
級
人
民
槍
察
院
の
槍
察
権
の
行
使
は
、
い
か
な
る
公
民
に
封
し
て

も
、
民
族
、
種
族
、
性
別
、
職
業
、
肚
會
的
出
身
、
宗
教
信
仰
、
教
育
程
度
、

　
財
塵
歌
況
、
居
住
期
間
の
圃
別
な
く
、
法
律
の
適
用
に
お
い
て
は
一
律
李
等

　
で
あ
る
。

第
六
條
　
地
方
各
級
入
民
槍
察
院
は
、
濁
立
し
て
職
権
を
行
使
し
、
地
方
國
家

　
機
關
の
干
渉
を
受
け
な
い
。

　
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
及
び
專
門
人
民
槍
察
院
は
、
上
級
人
民
糠
察
院
の
指

　
導
の
も
と
に
、
且
つ
一
律
に
最
高
人
民
槍
察
院
の
統
一
的
指
導
の
も
と
に
活

動
を
行
う
。

第
七
條
最
高
人
民
槍
察
院
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
に
甥
し
て
責
任
を
負
い

　
且
つ
職
務
の
執
行
を
報
告
す
る
。
全
國
人
民
代
表
大
會
閉
會
期
間
中
は
、
全

　
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
封
し
て
責
任
を
負
い
且
つ
職
務
の
執
行
を

　
報
告
す
る
。

　
　
第
二
章
　
人
民
検
察
院
の
職
穫
行
使
の
手
績

第
八
條
　
最
高
人
民
槍
察
院
は
、
國
務
院
駈
馬
の
各
部
門
及
び
地
方
各
級
國
家

　
機
關
の
決
議
、
命
令
及
び
措
置
に
違
法
を
稜
見
し
た
と
き
は
抗
議
を
提
出
す

　
る
の
権
を
有
す
る
。



地
方
各
級
人
民
樵
察
院
は
、
そ
の
級
の
國
家
機
關
の
決
議
、
命
令
及
び
措
置

　
に
蓮
法
を
獲
見
し
た
と
き
は
糾
正
を
要
求
す
る
の
灌
を
有
す
る
。
要
求
が
う

　
け
い
れ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
一
級
上
の
入
民
槍
察
院
に
報
告
し
、
そ
の
一
級

上
の
機
關
に
抗
議
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
各
級
人
民
橡
察

院
は
、
國
務
院
所
馬
の
各
部
門
及
び
上
級
地
方
國
家
機
關
の
決
議
、
命
令
及

　
び
措
置
に
違
法
を
護
見
し
た
と
き
は
、
上
級
人
民
橡
察
院
に
庭
理
す
る
よ
う

　
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
民
強
察
院
は
、
違
法
の
決
議
、
命
令
及
び
措
置
に
封
し
て
、
直
接
、
取
潰
、

　
墜
更
ま
た
は
執
行
の
停
止
を
行
う
穫
を
有
し
な
い
。

人
民
槍
察
院
の
要
求
ま
た
は
抗
議
に
封
し
て
、
關
係
國
家
機
關
は
責
任
を
も

　
つ
て
庭
理
し
且
つ
同
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
條
　
人
民
槍
察
院
は
、
國
家
機
關
勤
務
員
に
違
法
行
爲
の
あ
る
こ
と
を
襲

　
見
し
た
と
き
は
、
そ
の
所
馬
機
關
に
通
知
し
糾
正
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
5
な
違
法
行
爲
が
す
で
に
犯
罪
を
構
成
し
て
い
る
と
き
は
、
人
民
槍

　
察
院
は
刑
事
責
任
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
條
　
人
民
橡
察
院
は
、
犯
罪
事
實
の
あ
る
こ
と
を
獲
見
し
且
つ
確
認
し
た

　
と
き
は
、
刑
事
事
件
を
提
起
し
、
法
律
に
規
定
す
る
手
績
に
よ
つ
て
捜
査
を

　
行
い
ま
た
は
公
安
機
關
に
交
付
し
て
捜
査
を
行
わ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
捜
査
終
了
後
、
被
告
人
に
到
し
て
刑
事
責
任
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
人
民
法
院
に
封
し
て
公
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

第
＋
同
條
　
人
民
検
察
院
は
、
そ
の
級
の
公
安
機
關
の
捜
査
活
動
に
蓮
法
の
状

　
態
の
あ
る
こ
と
を
獲
見
し
た
と
き
は
公
安
機
關
に
通
知
し
て
糾
正
さ
せ
な
け

　
れ
は
な
ら
な
い
。

中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
公
安
機
關
の
提
起
し
た
刑
事
事
件
で
捜
査
終
了
後
起
訴
す
る
必
要
が
あ
る
と

　
認
め
た
も
の
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
人
民
槍
察
院
に
審
査
を
移
管
し
、

　
起
訴
ま
た
は
不
起
訴
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
二
條
　
い
か
な
る
公
民
に
封
す
る
逮
捕
も
、
人
民
法
院
の
決
定
を
脛
た
も

　
の
を
除
き
、
人
民
槍
察
院
の
許
可
を
纏
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
三
條
　
人
民
槍
察
院
が
公
安
機
關
の
逮
捕
要
求
に
封
し
て
行
つ
た
不
許
可

　
の
決
定
及
び
公
安
機
關
の
移
管
し
て
き
た
事
件
に
封
し
て
行
つ
た
不
起
訴
の

　
決
定
に
つ
い
て
、
公
安
機
關
が
誤
り
あ
り
と
認
め
た
と
き
は
、
一
級
上
の
人

　
民
槍
察
院
に
封
し
て
意
見
ま
た
は
擦
告
を
提
出
す
る
の
権
を
有
す
る
。

第
＋
四
條
　
人
民
橡
察
院
が
公
訴
を
提
起
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
橡
察
長
ま

　
た
は
か
れ
の
指
定
し
た
強
察
員
が
國
家
の
公
訴
人
の
資
格
を
も
つ
て
法
廷
に

　
出
席
し
、
公
訴
を
麦
持
し
且
つ
裁
剣
活
動
が
合
法
で
あ
る
か
否
か
を
監
督
す

　
る
。
人
民
槍
察
院
の
起
訴
を
脛
な
い
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
も
、
橡
察
長
は

　
人
員
を
派
遣
し
て
参
加
さ
せ
且
つ
監
督
を
行
わ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
人
民
橡
察
院
が
人
員
を
派
遣
し
て
法
廷
に
出
席
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
人
民
法
院
が
決
定
し
た
と
き
は
、
槍
察
長
は
自
ら
出
席
す
る
か
ま
た
は
槍
察

　
員
を
指
定
し
て
出
席
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
＋
五
條
　
地
方
各
級
人
民
槍
察
院
は
、
そ
の
級
の
人
民
法
院
の
第
一
審
事
件

　
の
到
決
及
び
裁
定
に
封
し
て
誤
り
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
上
訴
手
績
に
し

　
た
が
つ
て
抗
訴
を
提
出
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
＋
六
條
最
高
人
民
槍
察
院
は
、
各
級
人
民
法
院
の
す
で
に
法
律
的
敷
力
を

　
護
生
し
た
到
決
及
び
裁
定
に
蜀
し
て
、
上
級
人
民
槍
察
院
は
下
級
人
民
法
院

　
の
ず
で
に
法
律
的
敷
力
を
護
生
し
た
判
決
及
び
裁
定
に
劉
し
て
、
確
實
に
誤

　
り
あ
る
こ
と
を
襲
見
し
た
と
き
は
、
裁
到
監
督
手
績
に
し
た
が
つ
て
抗
訴
を

六
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中
華
人
民
共
和
國
憲
法
及
び
四
組
織
法

　
提
出
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
＋
七
條
　
最
高
人
民
槍
察
院
槍
察
長
は
、
最
高
人
民
法
院
裁
判
委
員
會
會
議

　
に
列
席
し
、
裁
判
委
員
會
の
決
議
に
不
同
意
の
と
き
は
、
全
國
人
民
代
表
大

　
會
常
務
委
員
會
に
審
査
庭
理
を
申
請
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

　
地
方
各
級
人
民
楡
察
院
槍
察
長
は
、
そ
の
級
の
人
民
法
院
裁
判
委
員
會
會
議

　
に
列
席
す
る
の
灌
を
有
す
る
。

第
＋
八
條
　
人
民
槍
察
院
は
刑
事
到
決
の
執
行
を
監
督
し
、
違
法
の
欺
態
の
あ

　
る
こ
と
を
獲
見
し
た
と
き
は
執
行
機
關
に
通
知
し
糾
正
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
人
民
瞼
察
院
は
、
螢
働
改
造
機
關
の
活
動
を
監
督
し
、
違
法
の
状
態
の
あ
る

　
こ
と
を
護
見
し
た
と
き
は
、
主
管
機
關
に
通
知
し
糾
正
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

第
＋
九
條
　
人
民
橡
察
院
は
、
槍
察
の
職
務
を
執
行
す
る
た
あ
に
、
人
員
を
派

　
遣
し
て
關
係
あ
る
機
關
の
會
議
に
列
席
さ
せ
、
關
係
あ
る
機
關
、
企
業
、
協

　
同
組
合
、
肚
會
團
膣
に
封
し
て
必
要
な
決
議
、
命
令
、
公
文
書
ま
た
は
そ
の

　
他
の
文
書
を
槍
閲
す
る
の
灌
を
有
し
、
關
係
あ
る
機
關
、
團
艦
及
び
人
員
は

　
す
べ
て
人
民
槍
察
院
の
要
求
に
も
と
づ
き
材
料
を
提
供
し
及
び
説
明
を
行
う

　
の
義
務
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
　
（
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）

　
最
高
人
民
槍
察
院
槍
察
員
及
び
槍
察
委
員
會
委
員
は
、
最
高
人
民
強
察
院
槍

　
察
長
が
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
に
任
冤
を
申
講
す
る
。

第
二
＋
網
條
　
省
、
自
治
匿
及
び
直
轄
市
の
人
民
槍
察
院
の
槍
察
長
、
副
槍
察

　
長
、
検
察
員
及
び
槍
察
委
員
會
委
員
は
、
最
高
人
民
槍
察
院
が
全
國
人
民
代

　
表
大
會
常
務
委
員
會
に
許
可
を
申
請
し
て
任
冤
す
る
。
省
、
自
治
匿
、
直
轄

　
市
の
人
民
槍
察
院
分
院
及
び
縣
、
市
、
自
治
州
、
自
治
縣
、
市
轄
匿
の
人
民

　
槍
察
院
の
槍
察
長
、
副
槍
察
長
、
槍
察
員
及
び
槍
察
委
員
會
委
員
は
、
省
、

　
自
治
匠
、
直
轄
市
の
人
民
槍
察
院
が
最
高
人
民
槍
察
院
に
許
可
を
申
請
し
て

　
任
冤
す
る
。

第
二
＋
二
條
　
各
級
人
民
槍
察
院
の
人
員
編
制
及
び
事
務
機
構
は
、
最
高
人
民

　
槍
察
院
が
別
に
規
定
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
五
・
二
・
一
〇
）

　
　
第
三
章
　
人
民
検
察
院
人
員
の
任
冤

第
二
＋
條
　
最
高
人
民
槍
察
院
槍
察
長
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
が
選
奉
し
、

　
任
期
は
四
年
と
す
る
。

　
最
高
人
民
槍
察
院
副
槍
察
長
は
、
全
國
人
民
代
表
大
會
常
務
委
員
會
が
任
冤

　
す
る
。


